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決算特別委員会 平成２５年１０月１日（火）            開会 １０時００分 

 

審査の経過概要 

 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

ただいまから決算特別委員会を開会いたします。去る９月２５日の本会議において、当委

員会に閉会中の継続審査として付託されました案件は、認定第１号平成２４年度阿久根市歳

入歳出決算認定について（一般会計）、認定第２号平成２４年度阿久根市歳入歳出決算認定

について（国民健康保険特別会計）、認定第３号平成２４年度阿久根市歳入歳出決算認定に

ついて（簡易水道特別会計）、認定第４号平成２４年度阿久根市歳入歳出決算認定について

（交通災害共済特別会計）、認定第５号平成２４年度阿久根市歳入歳出決算認定について

（介護保険特別会計）、認定第６号平成２４年度阿久根市歳入歳出決算認定について（後期

高齢者医療特別会計）、認定第７号平成２４年度阿久根市水道事業会計の決算の認定につい

て、以上７件であります。まず、審査に先立ち日程についてお知らせいたします。審査日程

は、先の委員会で決定したとおり、本日から１０月４日までの４日間といたします。なお、

各課等の審査順は、お手元に配付してあります審査日程表のとおりとし、都合によっては時

間及び日程の変更も考慮のうえ、審査していきたいと思いますのでよろしくお願いいたしま

す。 

次に、審査の方法については、歳入歳出決算書のほか、提出されている全書類により審査

することになりますが、所管課長等の説明は、主に決算事項別明細書と決算に関する説明書

により説明を受け、その後各委員の質疑に入りたいと思います。なお、現地調査につきまし

ては、各課の審査が終わってからお諮りいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。また、質疑は一問一答形式とし、議題外にわたらず簡潔明瞭に、ページ数と款、項、

目を言ってからされるようお願いいたします。 

 

○認定第１号 平成２４年度阿久根市歳入歳出決算認定について（一般会計） 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

それでは日程表にしたがい、認定第１号を議題とし、議会事務局所管の事項から審査に入

ります。議会事務局の出席をお願いします。 

（議会事務局入室） 

それでは局長の説明を求めますが、説明は所管の決算内容、新規事業や改良を加えた点、

事業の執行による行政効果等について、簡潔明瞭にお願いします。 

松﨑事務局長 

それでは認定第１号、平成２４年度歳入歳出決算認定（一般会計）のうち、議会事務局所

管について御説明申し上げます。 

初めに、歳出について申し上げます。決算に関する説明書は２４ページです。事項別明細

書は１９ページをお開き願います。１款１項１目議会費は、当初予算額１億４，７６７万円、

補正予算額９６７万５千円の減額、予算現額１億３，７９９万５千円に対し、支出済額は１

億３，６８３万２，４２０円、不用額が１１６万２，５８０円、執行率は９９．１６％とな

っています。それでは節ごとに支出済額で御説明をいたしますのでよろしくお願いします。

１節報酬５，２３３万２千円は、議員１６名の議員報酬です。２節給料１，８４６万４，７

３９円は、職員５名分の給料であり、３節職員手当等２，３７７万２８９円の内訳は、議員

の期末手当１，４７９万４，６８５円、職員の期末勤勉手当７３１万６，１２１円、その他
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手当１６３万９，４８３円です。４節共済費３，５４４万１，３６２円は、議員共済会負担

金２，８９６万１，９２０円、職員の共済組合負担金６４２万１，８４２円、議員公務災害

補償負担金５万７，６００円です。７節賃金１６万８，２００円は、職員１名の産休に伴い、

平成２５年２月１８日から３月末まで雇用しました臨時職員の賃金であります。８節報償費

４万３，４４６円は、昨年市制施行６０周年記念事業として開催しました阿久根っ子議会に

参加した児童生徒に対する記念品代が主なものであります。本阿久根っ子議会について、若

干御説明いたします。各小・中学校から推薦されました児童・生徒が３回の事前学習会を踏

まえ、環境、福祉、学校設備、観光など４つのグループに分かれて議論し、市に対して質問

を行いました。また、阿久根っ子議会から、将来の阿久根市への夢や希望について提言を行

いました。参加児童・生徒数は１７名、議場への傍聴者が３７名となっております。９節旅

費２４５万９，４５０円は、議員の費用弁償１５５万５，４３０円及び職員の普通旅費８４

万４，０２０円が主なものです。１０節交際費３４万１，２９５円は、議長等が出席した各

種会合に係る会費等が主なものであります。１１節需用費１４８万７，９９３円は、現行法

規等の加除等の図書代や消耗品費７５万９４８７円、議会だよりの印刷製本費６９万９，０

０６円が主なものです。１２節役務費１９万８，６７２円は、電話、郵便代等の通信費及び

議長用務時の代行運転手数料１７万３，４７２円、議場標柱塗りかえなどのその他役務費２

万５，２００円となっております。１３節委託料１３７万９，１７４円は、平成２４年に開

催しました定例会４回分の会議録反訳製本業務の委託料であります。１４節使用料及び賃借

料８，９００円は、議長用務時のタクシー料金であります。１８節備品購入費は、図書購入

を予定していましたが、執行がなかったものであります。１９節負担金補助及び交付金７３

万６，９００円は、全国市議会議長会等の負担金６４万４００円及び会議出席負担金９万６，

５００円です。 

次に歳入について申し上げます。決算に関する説明書は２０ページをお開きください。事

項別明細書は１６ページになります。１９款諸収入５項４目２０節雑入のうち議会事務局所

管分は、決算に関する説明書２０ページですが、下から３行目の雇用保険料とありますが、

９８万１，２０７円のうち、事務局で雇用しました臨時職員分８４１円であります。以上で

議会事務局所管について御説明を終わりますが、御審議いただきますよう、よろしくお願い

いたします。 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

局長の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

山田勝委員 

給料のね、不用額２６万円。これは先ほどの説明の中で臨時職員を入れたという話なんで

すけけどね、臨時職員を入れたことによって１６万８千円新たに支出しているんだけれども、

この給料の差というのはどういうことですか。ほんとはもっと差があってもいいと思うんで

すよね、不用額が。 

松﨑事務局長 

これにつきましては平成２４年第４回定例会におきまして、一般会計補正予算第７号にお

きまして議会費の職員の給料の補正をしております。合計６６７万５千円を減額補正してお

ります。以上であります。 

山田勝委員 

議会事務局の予算で一生懸命皆さんやってらっしゃいますよね、しかしながら私は予算と

いうのはひとつのルールの中で説明を、こういう質問をしていいと思ってるのでしたいんで

すが、たとえば議員がですね、議員は報酬をいただきながら議員活動をしていますよ。とこ
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ろがルールの中でこれとこれはやりなさい、これはやらんでいいですよというルールがある

んですか。 

松﨑事務局長 

ちょっと質問の趣旨が。 

山田勝委員 

ほんなら言いますよ。趣旨はですね、先日、本会議の中でですね、それぞれの公務か議員

活動の話が出ました。私は、非常にこれは大事なことですよ。議員活動は、それぞれの議員

活動は、それぞれの個人の自由だという気がするんですけどね。そういう中で、法律及び条

例で決められている議員の活動にどういうルールがあるんですか、制約があるんですか。 

松﨑事務局長 

議員の方々の活動に対する規定ということで理解させていただきますが、基本的に公務と

して費用弁償を支払いますのは、本会議、委員会が基本であります。そのほかに議員派遣と

いうことで、この前も議決をいただきましたが、議員派遣によって議員が出張する場合につ

いては費用弁償を支払いますので、公務としての認識だというふうに思っております。以上

です。 

山田勝委員 

以前は議員派遣というのはなかったんですよね。ところが議員派遣については行く人行か

ない人、行く人についてはちゃんと派遣する公務と、費用弁償が支払れますよというルール

になって、そういう議員派遣の議決をするようになりましたよね。それもイコール行った人

でないと支払われないですよね。 

松﨑事務局長 

そのとおりであります。 

［山田勝委員「そういうことでしょ」と呼ぶ］ 

山田勝委員 

私はね、先日、給与の議案の中でですね、具体的に名前をあげてね、公務か公務でないか

を具体的に言われましたよね。だから、ああいうのはね、あなた方事務局の判断としてです

よ。それは公務にあたるんですか、どっかの運動会に行った、何かに行ったというのは公務

としてちゃんとルール付けてあるんですか。例規集とか何か載っとっとかというとこやらい。 

松﨑事務局長 

先ほど申し上げましたように、本会議、委員会、あとは議員派遣が公務でありますので、

それ以外については、正式な議員の公務ということじゃなくて、議員の立場で参加されてい

るというふうに思っております。 

山田勝委員 

私は議員はね、それぞれね、自分の価値で活動しますよね、それをどのように判断するか

というのは、次の選挙で住民が判断するだけの話で中には運動会に行かない人もおれば、何

かに行かない人もたくさんおりますよ、でも、それだけではない。いろんなことがあります

よね、２４時間議員ですから。ですから、この前の議会の中で事務局長も議長もね、ちゃん

と交通整理せないかんと思いますよ。議長も呼んでください。議長に質問します。 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

ここで休憩いたします。 

 

（休憩 １０：１６ ～ １０：２４） 
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決算特別委員長（松元薫久委員） 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。ここで委員の皆様にお願いいたします。発言

する場合は、挙手をしていただきますようお願いいたします。ほかに質疑はありませんか。 

出口徹裕委員 

１款１項１目８節報償費のところの未来をひらく阿久根っ子議会なんですけれども、やっ

てみたときの手応えというかですね、今年度についてはなかったんですけれども、やってみ

たときの手応えとか成果ですね、どういったものがあったのか、子供たちの感想でもかまい

ませんし。 

松﨑事務局長 

ただいまの出口議員の御質問につきましては、主要事業の成果説明書のほうにも記載をし

ておるところでありますが、一つ反省点としましては、なかなか議会が主催するというのは

難しいと一つ感想として思ったところです。と申し上げますのは、なかなか、教育委員会部

局のいろんな支援をいただきながら、今回開催をさせていただきましたので、そういう部分

では今後そういう形で共催する、当然共催させていただいてるんですが、教育委員会を含め

た形で今後開催する場合は、そういう検討も必要かなと思ったところです。あとは手応えと

いうところでありますが、参加していただいた児童・生徒については、最初はちょっと戸惑

いもありましたが、何回か話し合いをしていく中で非常に積極的に自分の意見等も言ってい

ただきながら議論をしていただいたところでありますので、今後、この子供たちが将来そう

いう市政に対してより深い関心を持っていただければというふうに考えております。以上で

す。 

出口徹裕委員 

小学校、中学校のうちにですね、こういう経験はなかなかできるものではなくて、ほかに

も鹿児島県下でもいろいろな青少年のためとか、順番とは言いませんがいろいろな地区にま

わってきて、そのときに地区的に割り当てられた子供たちがそういう形で勉強できたりとか

というのもありますが、ぜひですね、なかなか大変なのはわかるんですけれども、こういう

経験は、やはり大人になっていくうえでですね、貴重な経験だと思いますので、今後ともで

きるかぎり、今年度ないですけれども、続けていっていただけたらなあと思います。以上で

す。 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

竹原恵美委員 

今と同じ１款１項１目、未来を開く阿久根っ子議会なんですけど、何人に対して記念品、

幾らのものを記念品を出したか教えてください。 

松﨑事務局長 

子ども議員が１６名、それからお一人ですね、子ども国会ということで、お一人が西目小

の子供さんだったんですけれど参加されましたので、その方にも子ども国会の報告をしてい

ただきましたので、合計児童・生徒１７名に対して、一人当たり２千円の図書券を記念品と

してお贈りしたところであります。以上です。 

竹原恵美委員 

何かものごとをやって、阿久根がものごとをやって、集会を開くとタオルやなんやらとい

うのをされるんですけれども、どうも２千円安くはないです、正直。アイディアとして、例

えばこちらからは単価のない賞状というか、金額的なお品ではなくって、本人がプライドを

高められる品というやり方もアイディアとして考えてはどうかと思います。お金が正直ちょ
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っと高いかなと。こういう何時間か参加をしたにしろいちいち何かを与えるというやり方で

はなくて、こちらが認めたという形、プライドを高める形。現金はこちらは１回１回何かで

喜びを与える、お金で与えるというやり方は、もう子供に対してやる必要はないんじゃない

かと私は思います。ちょっとお考えください。 

松﨑事務局長 

たしかに今竹原議員がおっしゃる部分もあると思いますので、今後検討させていきたいと

思います。それと子ども議員の最初の会のときに、子ども議員としての認定書、子ども議会

が終わった後に会議録をまとめまして、それぞれの発言について記憶に残るように会議録と

して冊子としても配付しております。その件については、今後ある場合は検討さしていただ

きたいと思います。 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、認定第１号中、議会事務局所管の事項について、審査を一時中止いたします。 

（議会事務局 退室、監査事務局 入室） 

次に、認定第１号中、監査事務局所管の事項について審査に入ります。 

局長の説明を求めますが、説明は所管の決算内容、新規事業や改良を加えた点、事業の執

行による行政効果等について、簡潔明瞭にお願いします。 

堂之下監査委員事務局長 

認定第１号、平成２４年度阿久根市歳入歳出決算認定について、一般会計のうち監査事務

局所管の事項について御説明いたします。決算に関する説明書２７ページ、決算事項別明細

書は２３ページをお開きください。 

まず、公平委員会費から御説明いたします。２款１項１０目、公平委員会費の予算現額は

４３万６千円で、支出済額は２６万４，８００円であります。不用額は１７万１，２００円

で予算の執行率は６０.７％であります。それでは、各節ごとに歳出の主なものについて御

説明いたします。１節報酬の５万８，５００円は、公平委員３名の委員会、県連合会総会及

び全国連合会研究会出席時の報酬であります。不用額６万７，５００円は、平成２４年度は

５回の委員会の開催を予定していましたが、会議に付する事項がなかったため、１回だけの

開催となり不用額が生じたものであります。９節旅費の１７万１，４４０円は、県連合会総

会及び全国公平委員会連合会本部研究会の出席旅費及び出会時の費用弁償分であります。不

用額の９万７，５６０円の主なものは、ホテルパックなどの安い航空料金を利用したためで

あります。ほか、先ほど申し上げました委員の出席の関係の費用弁償の減額であります。１

１節需用費、執行はございませんでした。及び１２節役務費、郵便代でございます。１９節

負担金補助及び交付金の３万３千円は、県及び全国の公平委員会連合会の負担金と会議の出

席負担金であります。 

次に、監査委員費について御説明いたします。決算に関する説明書の３１ページの下のほ

うです。事項別明細書の２９ページの下のほうをお開きください。２款６項１目監査委員費

は、当初予算額１，９２１万１千円で１０４万５千円を減額補正し、予算現額は１，８１６

万６千円、支出済額は１，７９３万７８６円、不用額は２３万５，２１４円で、予算の執行

率は９８.７％でございます。なお、当初予算額１，９２１万１千円に対し補正予算第７号

で１０４万５千円の減額補正を行っていますが、内訳は２節給料６１万４千円、３節職員手

当等１７万８千円、４節共済費２５万３千円で、これは職員の人事異動により生じたもので

ございます。それでは、各節ごとの歳出の主なものについて説明いたします。１節報酬の１
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６６万５，６００円は、識見及び議員選出監査委員２名の報酬であります。２節給料から４

節共済費は、職員２名分の人件費であります。９節旅費の５８万５，０８０円は、監査委員

会総会及び研修会等の出席旅費及び費用弁償であります。不用額１８万５，９２０円の主な

ものは、全国監査委員会総会出席時に先得割引等の安い航空運賃を利用したためでございま

す。また、そのほか県監査委員会総会が奄美市で開かれた際の航空料金も先得割引を利用し

たためでございます。１１節需用費の３２万２，６６３円は、参考図書の追録代が主なもの

でございます。１２節役務費を飛ばしまして、１９節負担金補助及び交付金の４万８千円は、

全国・西日本・九州都市監査委員会の会費及び県各市監査委員会定期総会等の会議出席負担

金であります。歳出については、以上であります。歳入については、該当がありませんでし

た。 

次に、事務事業でありますが、公平委員会につきましては先ほど申し上げましたとおり、

平成２４年度は申立事項がありませんでした。監査につきましては、毎年４月に監査規程に

基づきまして、年間の各課の定期監査と例月現金出納検査及び決算審査の計画を立てて実施

しているところであります。以上で公平委員会及び監査事務局が所管します事項についての

説明を終らせていただきます。何とぞよろしく御審議くださるようお願いいたします。 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

局長の説明が終わりました。これより質疑に入ります。 

山田勝委員 

監査委員事務局長にお尋ねしますけどね、この前私は決算審査の提案のときに代表監査委

員に質問をしてる中で感じたんですけどね、監査委員の意見書については、監査委員が作成

して提案したというふうに私どもは理解してますよね。そういう中で具体的な話に入ってい

きますと、その件については、財政課長さんに答えてもらわないとわからないとかという言

葉が出てきてですね、こら代表監査委員に質問はよそうと思ったんですね。本当で議選の監

査委員もいるけど、現実にちゃんとした監査をしてあっとかという不安な部分も出てきたん

ですけどね。あんたが新しく監査委員事務局に行かれてどうですか。 

堂之下監査委員事務局長 

我々は、監査という仕事は、ある行為が済んだあと、きちんとそれが成されているかどう

かを確認する仕事だというふうに考えております。ただいま議員がおっしゃいました確実に

やっているのかということを言われますと、我々はそれに向けて一生懸命努力しているとい

うふうに考えております。また、そういうふうに自負も持っているところでございます。よ

ろしくお願いします。 

山田勝委員 

ちゃんとした監査をされていらっしゃると思いますよ。でもね、どうも気になったのがね、

財政課長さんにあとは聞いてくださいとか、だれだれ課長さんて、日本語がわかっとらった

ろかいねという気も実はしたんですよね。ですから、あの場所で言うわけにいかんので、今

後は議会でですね、だれだれ課長さんに聞いてくださいとかというような、ねえ、そんな日

本語はないでしょ。教育委員会なんてよく使いますよ。教育長先生。これは不思議なんです

ね。だから、そういうことでね、その付近はちゃんと事務局サイドで言っとってください。

以上です。 

堂之下監査委員事務局長 

今後善処してまいりたいと考えております。よろしくお願いします。 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

ほかに質疑はありませんか。 



- 7 - 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、認定第１号中、監査事務局所管の事項について、審査を一時中止いたします。 

（選挙管理委員会事務局 入室） 

次に、認定第１号中、選挙管理委員会事務局所管の事項について審査に入ります。局長の

説明を求めますが、簡潔明瞭にお願いします。 

堂之下選挙管理委員会事務局長 

認定第１号、平成２４年度阿久根市歳入歳出決算認定（一般会計）のうち選挙管理委員会

事務局所管の事項について御説明いたします。決算に関する説明書の３０ページ、歳入歳出

決算事項別明細書は２７ページをお開きください。２款４項１目、選挙管理委員会費であり

ます。当初予算額は１，５１２万１千円で、補正予算第７号で５２６万８千円の減額補正を

行ったものです。理由は職員の減によるものでございます。予算現額は９８５万３千円で、

支出済額は９６４万９,５３６円であります。不用額は２０万３,４６４円で、予算の執行率

は９７.９％であります。それでは歳出の主なものについて各節ごとに御説明いたします。

報酬の１８０万７,２００円は、選挙委員４名の１年間の委員報酬であります。２節給料、

３節職員手当等、４節共済費は、事務局職員の人件費でありますが、その共済費の中に平成

２４年度労働保険料の９,１５３円が含まれています。９節旅費の３万８０円は、選挙委員

の出会時の費用弁償分であります。１１節需用費の２１万１,９４９円は、選挙必読図書追

録代、コピー代及びその他消耗品購入でございます。１２節役務費の１万５,８００円は、

郵便料と電話代であります。１９節負担金補助及び交付金の４万７００円は、全国、九州、

鹿児島県下、そして県選挙管理委員会への負担金であります。 

次に、２款４項２目選挙啓発費であります。予算現額は２５万９千円で、支出済額は１８

万５,２９１円であります。不用額は７万３,７０９円で、予算の執行率は７１.５％であり

ます。節ごとに歳出の主なものについて御説明いたします。８節報償費の３万５千円は、鹿

児島県明るい選挙推進協議会出水支会及び阿久根市明るい選挙推進協議会への出会謝金であ

ります。１１節需用費の５万５,５７１円は、選挙啓発用冊子の購入及び消耗品購入であり

ます。１２節役務費の１,１２０円は、啓発用郵便代であります。１９節負担金補助及び交

付金の９万３,６００円は、鹿児島県明るい選挙推進協議会出水支会常時啓発負担金であり

ます。 

次に、２款４項３目衆議院議員選挙費であります。決算に関する説明書は３１ページ、事

項別明細書は２７ページから２８ページでございます。まず、本予算は平成２４年１１月１

６日、衆議院が解散したことに伴い、補正予算第５号により予算化された１，０９３万３千

円で、さらに補正予算第８号で９６万５千円の減額補正を行ったものであります。予算現額

は９９６万８千円で、支出済額は９９６万２,７９９円であります。不用額は５,２０１円で、

予算の執行率は９９.９％であります。それではまた節ごとに歳出の主なものについて御説

明いたします。報酬の４８９万８,９００円は、期日前投票管理者の報酬、期日前投票立会

人報酬、各投票所投票立会人報酬、投票箱送致立会人報酬、開票立会人報酬、開票管理者報

酬、不在者投票事務従事者報酬、投票所時間外設営従事者報酬、第４投票所、陸上競技場管

理棟でございますが、駐車場係の報酬、投票事務従事者報酬、開票事務従事者報酬の合計で

ございます。３節職員手当等の６７万８,７５２円は、選挙管理委員会書記と併任辞令を受

けた職員及び期日前投票に従事した職員の時間外勤務手当であります。７節賃金の９４万７,

７２１円は、選挙事務補助者の賃金でございます。８節報償費の４万５千円は、衆議院選挙

に向けた選挙啓発活動謝金と選挙公営ポスター掲示板借用の謝礼であります。９節旅費の９,

４００円は、選挙委員への費用弁償であります。１１節需用費の１２６万７,９０８円は、
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公営ポスター掲示板全面メンテナンス代、投票所入場券の購入、衆議院議員総選挙関係必読

図書の購入、その他消耗品購入であります。１２節役務費の１０１万７,０１９円は、郵便

代、電話代及び計数機の点検料ほか、水道の開栓・閉栓手数料でございます。１３節委託料

の３９万９千円は、公営ポスター掲示板建込及び撤去委託料であります。１４節使用料及び

賃借料の１３万６９９円は、投票所借上料、投票所暖房使用料及び開票所非常用照明設備借

上、開票所プリンターの借り上げでございます。１８節備品購入費の５１万２,４００円は、

開票台と暖房機購入でございます。１９節負担金補助及び交付金の５万６千円は、明るい選

挙推進協議会出水支会共同啓発事業負担金でございます。 

次に、２款４項５目県知事選挙費であります。事項別明細書は、２８ページをお開きくだ

さい。本予算は当初予算８６８万３千円に対し、補正予算第８号で１０２万８千円の減額補

正を行ったものであります。予算現額は７６５万５千円で、支出済額は７６５万６８円であ

ります。不用額は４,９３２円で、予算の執行率は９９.９％であります。歳出の主なものに

ついて説明いたします。１節報酬の３７６万６,２００円は、期日前投票管理者報酬、期日

前投票立会人報酬、投票所投票立会人報酬、投票箱送致立会人報酬、開票立会人報酬、開票

管理者報酬、不在者投票事務従事者報酬、投票事務従事者報酬、開票事務従事者報酬の合計

でございます。３節職員手当等の５６万２,７９０円は、選挙管理委員会書記と併任辞令を

受けた職員及び市民環境課住民係職員の時間外勤務手当でございます。７節賃金の８６万９,

６１９円は、選挙事務補助者の賃金でございます。８節報償費の４万７千円は、知事選に向

けた選挙啓発活動出会謝金と選挙公営ポスター掲示板借用謝礼であります。９節旅費の８,

８８０円は、選挙委員への費用弁償でございます。１１節需用費の９０万６,７０１円は、

選挙入場券、選挙公営ポスター掲示板用のシール購入、掲示板主柱の購入でございます。及

び選挙チラシ、その他消耗品、光熱水費、そして、選挙公営ポスター掲示板の全面メンテナ

ンス料でございます。失礼いたしました。１２節役務費の８１万４,４０１円は、通信運搬

費７４万５，６２６円、その他役務費、それと啓発用のハッピのクリーニング代、計６万８，

７７５円であります。１３節委託料の４９万９千円は、公営ポスター掲示板建込及び撤去委

託料であります。１４節使用料及び賃借料の１３万６９９円は、投票所借上、投票所冷房使

用料及び開票所非常用照明設備借上、開票所プリンターの借上であります。１９節負担金補

助及び交付金の５万６千円は、明るい選挙推進協議会出水支会共同啓発事業負担金でありま

す。 

次に、２款４項１０目海区漁業調整委員会委員選挙費であります。事項別明細書は２８ペ

ージから２９ページでございます。予算現額は１４９万７千円で、支出済額は９２万８,８

３８円であります。不用額は５６万８,１６２円で、予算執行率は６２.０％であります。不

用額の主なものは、１節報酬の３１万円であります。報酬の不用額が生じた理由は、当初、

投票日を日曜日として予算計上しておりましたが、投票日が８月２日木曜日の平日となった

ことから、不用額が生じたものでございます。それでは、歳出の主なものについて御説明い

たします。１節報酬の５０万７千円は、期日前投票管理者報酬及び期日前投票立会人報酬、

投票管理者報酬、投票立会人報酬、投票箱送致立会人報酬、開票管理者報酬、開票立会人報

酬、投票・開票事務従事者報酬であります。３節職員手当の８万８,８１４円は、事務局職

員と併任辞令を受けた職員及び期日前投票に従事した職員の時間外勤務手当であります。７

節賃金の２０万１,１４４円は、選挙事務補助者の賃金であります。９節旅費の１,８８０円

は、選挙委員への費用弁償であります。１１節需用費の１１万１,１３０円は、選挙投票所

入場券作成費及びコピー代であります。１２節役務費の１万２,３７０円は、郵便料及び電

話料であります。１４節使用料及び賃借料の１万６,５００円は、投票所冷房使用料及び投
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票所借上料であります。以上で歳出の説明を終わらせていただきます。 

次に、歳入について御説明いたします。決算に関する説明書は１５ページ、事項別明細書

は１０ページからになります。なお、歳入につきましては、決算に関する説明書の備考欄を

中心に説明いたします。決算に関する説明書の１５ページの上のほうでございます。１４款

２項１目総務費県補助金は、衆議院議員総選挙啓発推進委託費の７万２千円でございます。

次に、決算に関する説明書の１７ページの上のほうでございます。１４款３項１目総務費委

託金は、選挙費委託金１，８４７万５３３円で、その内訳は県知事選挙費７６５万６８円、

衆議院議員選挙費９８９万７９９円、在外選挙人名簿登録事務委託費８２８円、海区漁業調

整委員会委員選挙費９２万８,８３８円であります。以上で説明を終わらせていただきます。

よろしく御審議くださるようお願いいたします。 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

局長の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

岩﨑健二委員 

２款４項３目の１３節委託料が３９万９千円。次の県知事選挙の同じく委託料が４９万９

千円。委託料が１０万円違っているんですが、公設掲示板の数が違ったんですかね。理由を

教えてください。 

堂之下選挙管理委員会事務局長 

その金額の差につきましては、実は台風で１回撤去しまして、そしてもう一回建てこみを

行ったというのが原因でございます。 

岩﨑健二委員 

今のは５目の１３節が１０万ふえた理由が台風のため１回撤去してもう１回建てこんだの

で、委託契約の変更をしたということですか。 

堂之下選挙管理委員会事務局長 

そのとおりでございます。 

［岩﨑健二委員「はい、わかりました」と呼ぶ］ 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

鳥飼光明委員 

関連してですが、これは何箇所ですかね。単価がだいたい計算でくっがと思ってね。何箇

所ですか。 

堂之下選挙管理委員会事務局長 

県知事選挙と衆議院議員選挙に限りちょっと御報告いたしますが、県知事選挙のポスター

掲示板の場所は１３５カ所、衆議院議員選挙の掲示板の建てこみ場所は１２８カ所でござい

ます。 

鳥飼光明委員長 

これ了解しますけども、参考までにお尋ねしますが、前からですね、全部こういう選管の、

こういう選挙当日、いろいろですね、職員だけということでいろいろと批判も受けたことが

あります。一般人は関係しておりませんか、従事者は、職員以外。 

堂之下選挙管理委員会事務局長 

すいません。遅くなりまして。２４年度の行われました選挙のうち、早いうちから御説明

いたしますと、鹿児島県知事選挙、これにつきましては１０４名のうち２７名は、市の職員

ではなかったと。臨時職員ですね。海区漁業調整員につきましては、すべて、１３人でした

けれども市の職員で対応しております。最後の衆議院議員選挙につきましては、１４６名の
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うち４７人が臨時職員でございます。 

鳥飼光明委員 

職員もこの日当で払うと思うんですが、一般の市民と職員も一緒ですか。１日の日当は。 

堂之下選挙管理委員会事務局長 

はい、同額でございます。 

［鳥飼光明委員「了解」と呼ぶ］ 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

牟田学委員 

４項３目衆議院議員選挙費の１節報酬でですね、４８９万８，９００円と、県知事選挙の

報酬が３７６万２千円とあるんですけれども、これは携わった人数は同じ人数ですか。 

堂之下選挙管理委員会事務局長 

それでは、２款４項３目衆議院議員選挙費の１節報酬につきまして御説明いたします。先

ほど申し上げましたように衆議院議員選挙の報酬４８９万８，９００円、これにつきまして

は期日前投票管理者の報酬が１万１，１００円で１１日間で１人、１２万２，１００円。期

日前投票立会人報酬９，５００円掛ける１１日掛ける２人で２０万９千円。各投票所投票立

会人報酬１万７００円掛ける２人掛ける２１箇所で４４万９，４００円。投票箱送致立会人

報酬は、１千円掛ける１２区の２万１千円。開票立会人報酬８，８００円掛ける７人で６万

１，６００円。開票管理者報酬が１万６００円掛ける１人で１万６００円。不在者投票事務

従事者が１，８００円掛ける１３時間掛ける２人で４万６，８００円。投票所時間外設営従

事者１，８００円掛ける３時間掛ける１人で５，４００円。第４駐車場の係が１，８００円

掛ける９時間掛ける１人で１万６，２００円。それから、投票事務従事者報酬が１，８００

円掛ける１３時間掛ける１２６人と１，８００円掛ける１２時間掛ける１８人、合計１４６

人。開票事務従事者報酬が開票分類１，８００円掛ける２時間掛ける１９人で６万８，４０

０円。点検係数確認１，８００円掛ける２時間掛ける３０人で１０万８千円。２千円掛ける

１時間掛ける９人で１万８千円。２千円掛ける２時間掛ける２１人で８万４千円。得票計算、

速報積載、疑問票審査、１，８００円掛ける２時間掛ける１３人で４万６，８００円。２千

円掛ける２時間掛ける１３人で５万２千円。受付、庶務、総務、警備、１，８００円掛ける

２時間掛ける１人で３万６千円。 

［牟田学委員「局長、わかりました」と呼ぶ］ 

違いだけ言えばよかったですか。 

［牟田学委員「はい」と呼ぶ］ 

失礼しました。 

牟田学委員 

衆議院議員が１１日でしたかね。 

［堂之下選挙管理委員会事務局長「はい」と呼ぶ］ 

県知事選挙は何日でしたっけ。 

堂之下選挙管理委員会事務局長 

１６日間でございます。 

牟田学委員 

１６日。私がした質問はですね。 

［堂之下選挙管理委員会事務局長「わかりました」と呼ぶ］ 

報酬に関して、携わった人数、今説明があったんですけれども、携わった人間が同じ人数
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でですよ、そうしたときに衆議院議員が１１日で、もし、人間が一緒であればどうして県知

事選挙が１６日で報酬は低いんでしょうかね。 

堂之下選挙管理委員会事務局長 

あのですね、県知事選は投票用紙は１枚でございます。衆議院選挙になりますと、比例代

表と小選挙区がございまして、開票時間にかなりの時間をさいてしまうということで、原因

はそこと考えられます。失礼しました。追加して最高裁判所の裁判官の審査もございまして。 

［牟田学委員「はい、いいです」と呼ぶ］ 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

石澤正彰委員 

事務局長、お尋ねします。先ほどから立会人の日当とかというお話がございますが、私は

ですね、期日前投票の立会人さんが毎回毎回同じような顔ぶれがあるなという気がいたしま

す。採用基準というかお出になっていただく方のですね、その採用のあり方というのはどう

なってますか。 

堂之下選挙管理委員会事務局長 

期日前投票の投票立会人ですけども、依頼をしているのは、明るい選挙推進協議会の委員

の方であったり、そして民生委員の方であったり、どうしてもそれで足りないときには、区

長さんにお願いしたりというような状況でございます。 

石澤正彰委員 

ということで毎回同じような人選になっているというふうに理解すればいいんだと思うん

ですが、私はこういう時代にですね、それなりにお仕事をされてちゃんと、どういうんです

か、生活が成り立ってる方々ばっかりにですね、そういう役を回してあげるというのはいか

がなものかな。世の中失業で立派な人も失業してますよね。そういう選択基準ていうものは

ないもんですか。 

堂之下選挙管理委員会事務局長 

今のところその基準というのは持ち合わせていないところでございますが、先ほど申し上

げました選挙に携わっていらっしゃるような明るい選挙推進協議会の委員の方とかですね、

お願いしているところでございます。基準そのものは持ち合わせていないところございます。 

石澤正彰委員 

だから、偏ってしまうと、その明るい選挙、何でしたっけ。その会にですね、ほいじゃ所

属していなければ立会人になれないというのは、私はおかしいと思う。そこら辺はですね、

事務局のほうでもう一度そういったことをですね、考えていただいて、その人たちが特別優

秀だからそういう形になるのか、そういう明るい選挙なんやら委員会にですね、所属してな

いのはパーなのかね、そういう見方をされてるか、選挙管理委員会のほうで独自で偏見をも

って選んでんのか。そこら辺は非常に私疑問です。再考をお願いしたいと思います。これは

希望です。要望です。お願いします。 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

竹原恵美委員 

同じところなんですけども、先ほどの質問の続きで臨時職員の採用ですけども、どのよう

に募集をかけていますか。 

堂之下選挙管理委員会事務局長 

係長に答えさせます。 
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新町選挙係長 

臨時職員につきましては、事前に希望調査をとっております。それを承諾した人たちにつ

いては、こちらから従事の依頼をかけているところでございます。以上です。 

竹原恵美委員 

一般の人はどのぐらいという質問で聞かれて、臨時職員という部分を答えられたと思うん

ですけど、つまり、今の答えですと、市役所の中の臨時職員で調査をしましたという意味で

とらえたらいいんですか。 

新町選挙係長 

そのとおりです。市役所内の臨時職員に対して希望調査を行っております。 

竹原恵美委員 

以前の同じ決算だったと思いますけども、市民もよそなんかでは、まちなんかでは、大学

生を選挙の立会人に選ぶなど、選挙に対する興味を持たせる、また、固定しないというとこ

ろで公平性を幾らか担保するという意味でも市民を入れていこうという動きが強まっている

ように思いますけど、そのような考えを今回、以前はそういう要望があったと覚えておりま

すが、今回はそういう考えはなかったんでしょうか。 

新町選挙係長 

検討はなかったと思っております。 

竹原恵美委員 

以前にも要望がありましたけども、再度要望いたします。市民を選挙により興味を持たせ

ることも含めて、市民をもっと募集にかけて参加を促すというふうに向けてください。 

堂之下選挙管理委員会事務局長 

わかりました。確かに委員のおっしゃるとおり、最近投票率というのがだんだんだんだん

下がってきております。そういう中で皆さんにいかに選挙に関心をもっていいただくか、投

票に行こうという気持ちになっていただくか、それには、そういった一人一人の臨時職員の

募集についても皆さん広く知らしめたいと考えますので、今後そのようにいたしたいと思い

ます。 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、認定第１号中、選挙管理委員会事務局所管の事項について、審査を一時中止い

たします。ここで、暫時休憩いたします。 

（選挙管理委員会 退室） 

 

（休憩 １１：１４ ～ １１：２４） 

 

（会計課 入室） 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

次に、認定第１号中、会計課所管の事項について審査に入ります。 

課長の説明を求めますが、説明は所管の決算内容、新規事業や改良を加えた点、事業の執

行による行政効果等について、簡潔明瞭にお願いいたします。 

松永会計課長 

第３回定例市議会におきまして決算特別委員会に付託になりました認定第１号、平成２４
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年度阿久根市歳入歳出決算認定について、一般会計の会計課所管の事項について御説明いた

します。歳入歳出決算事項別明細書の２１ページをお開きください。決算に関する説明書は

２５ページになります。まず初めに、歳出から説明をさせていただきます。事項別明細書２

１ページの中ほどになります。第２款総務費１項総務管理費６目会計管理費でありますが、

予算額５５万７千円に対し、支出済額は３５万８，７５７円、不用額１９万８，２４３円で

あり、執行率は６４．４％であります。支出の主な内容でありますが、まず、９節旅費の支

出済額３万９，９４０円は、県都市会計管理者会や会計事務研修会などの出席に伴うもので

ございます。次に、１１節需用費の支出済額８万２，２６９円は、図書追録代や支払証拠書

類綴りの作成代ほか事務用品などが主なものであります。１２節役務費の支出済額１８万４，

９４８円は、口座振込の支払いに係るデータの伝送システム利用手数料１２万６千円及びそ

の電話料が主なものであります。最後の１９節負担金補助及び交付金の支出済額５万１，６

００円は、県都市会計管理者会への運営負担金や会計事務研修会等への出席負担金などであ

ります。 

次に、事項別明細書６９ページをお開きください。決算に関する説明書は６３ページ、一

番最後になります。事項別明細書６９ページを説明いたします。上のほうになります。第１

２款１項公債費２目利子２３節償還金利子及び割引料の予算額１億５，４９７万４千円のう

ち、会計課所管分の予算額は、一時借入れに伴う利子支払い分９８万８千円であります。そ

の一時借入れに伴う利子は、支出済額１億４，９８１万２，６２５円のうち、５，４７９円

であります。この一時借入金は、５月の年度末におきまして、資金計画に基づきながら支出

をしているところでございますが、どうしても資金不足が想定されましたので、５月２５日

から２８日まで指定金融機関でありますＪＡから１億円を４日間借入れたものでありまして、

その利子でございます。 

次に歳入について、御説明いたします。事項別明細書の１５ページをお開きください。決

算に関する説明書は２０ページになります。事項別明細書１５ページ下のほうになりますが、

第１９款諸収入２項市預金利子１目市預金利子１節預金利子の収入済額５０万１，６５８円

は、歳計現金預金等の利子であります。歳入は、この１件だけでございます。以上、御説明

を終わります。御審議方よろしくお願いいたします。 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

課長の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

山田勝委員 

先ほどの説明の中でね、口座振替の話が出てきたんですけどね、税金等の口座振替をして

る市民というのは、何人ぐらいいるの。 

松永会計課長 

市民の口座振替による人数は何人ぐらいいるかという御質問ですが、私どもがちょっと把

握している件数でございますが、平成２４年度の口座振替件数を申し上げますと銀行別に、

鹿児島銀行、南日本銀行、ずっとあるんですが、合計でですね、２万７，４５０件分という

ふうに、それとですね、プラス県の信漁連、郵便局もありますから、合計３万５，５８８件

というふうな数字になっているようです。これはあくまでも延べの人数です。毎月、振りか

えをしますから、私どもが手数料の関係ということになります。何名の人数というのはちょ

っと把握していないところです。 

山田勝委員 

口座振替による歳入だけの話ですよね、今ね。口座振替による歳入が３万５千幾らだとい

う話ですよね。なら、例えば区長さんを通じたり、納税組合を通じたりして入金される方を
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比較したときにね、どれくらいの差があるのかなと思ってお尋ねしたのですが、どういうこ

とですか。その付近どうなってますか。 

松永会計課長 

口座振替と今度は区長さん、それから個人がやるという件数に関してはですね、今ちょっ

とここに手持ちというか、実際には窓口収納等も含めた額というのはですね、これも延べに

なると思うんですが、５万２，８３１件ですから。 

［山田勝委員「わかったよ、もう」と呼ぶ］ 

山田勝委員 

片やね、口座振替を３万５，５００件ね、それぞれですよ。ところが窓口も含めて区長さ

んの分については、納税組合ですけどね、納税組合の部分について５万２千ということでし

ょ。だから、昔は口座振替というのはなかったんだけれども、あるときから口座振替も一つ

の制度上できるんだ。そうだったら住民の利便性を図る上で一番いい方法をするべきだとい

うことで口座振替になったんですよね。さて、なら会計課から考えたときに口座振替をされ

たほうがいいのか、それとも今までどおり窓口及び納税組合のほうがいいのか、どちらがい

いんですか。 

松永会計課長 

今の御質問ですけど、実際には口座振替手数料は各課がやってますので、こちらでその把

握というのはしていないんですが、正確にしてみれば、調査をすれば、わかるということな

んですけど。 

山田勝委員 

私はどちらがいいと思いますかと。一番利便性のいい方法が、あなた方も集金する側とし

てね、一番いい方法をやっぱり進めないかんわけでしょ。ですから、そういうふうに言って

いただけるとね、やっぱり、なら口座振替ができる人は、口座振替がいいように宣伝された

らどうですかとか、いいえ、それよりも各集落でやったほうがいいですよとかいうふうに話

をするんですけどね、あなたが今、いや、私たちはどちらがいいですよって、こちらが事務

的にいいですよて、どっちでんすったいどんからん、事務的にいいほうを教えてくださいと

いうだけの話やらい。難しくかんぐんな。 

松永会計課長 

会計課としては、口座振替のほうが処理的には口座振替のほうが推進します。 

［山田勝委員「いいです。了解」と呼ぶ］ 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、認定第１号中、会計課所管の事項について、審査を一時中止いたします。 

（会計課退室、総務課入室） 

次に、認定第１号中、総務課所管の事項について審査に入ります。 

課長の説明を求めますが、説明は所管の決算内容、新規事業や改良を加えた点、事業の執

行による行政効果等について、簡潔明瞭にお願いいたします。 

上野総務課長 

それでは、総務課所管の平成２４年度決算に係る一般会計の歳出から、その主なものにつ

いて、決算に関する説明書及び歳入歳出決算事項別明細書に基づき御説明いたします。決算

に関する説明書は２４ページ、事項別明細書は１９ページをお開きください。まず、第２款

総務費１項１目一般管理費でございます。予算現額７億３，４１８万５千円に対して、支出
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済額は７億２，７９４万６，２１１円で、執行率は９９．２％であります。まず、１節報酬

の支出済額２，０８５万９，９７０円は、行政事務連絡員７９人分の報酬１，３８０万２，

８８０円とキーパンチャー・電話交換手３人の報酬５２５万２，４００円が主なものであり

ます。２節から４節までは特別職２人と延べ職員３８人分の人件費でありまが、３節職員手

当等の中には、特別職及び全職員分の退職手当に係る県市町村総合事務組合負担金３億４，

６２５万１，４４３円が含まれております。事項別明細書は２０ページになります。８節報

償費の支出済額６３万９，０２０円は、市民表彰式及び市制施行６０周年記念式典の経費で

あります。９節旅費の不用額１６５万８，５８０円は、職員の公用車利用や割引航空券の利

用による執行残が主なものでございます。１０節交際費は市長の交際費であり、１３節委託

料は職員健康診査業務ほか５件の委託料と市制施行６０周年記念式典時の記念講演業務の委

託料でございます。１９節負担金補助及び交付金の支出済額１，４３６万５，３１３円は、

決算に関する説明書にあります４つの協会等への負担金と会議出席負担金並びに各団体等へ

の補助金であります。決算に関する説明書は２５ページになります。２５節積立金は、利子

分７万２，８６８円を含めた６，００７万２，８６８円を退職手当準備基金に積み立てるも

のであり、この積立てなどにより平成２４年度末基金残高は、３億５，６３２万２８３円と

なったものでございます。 

次に、２目職員研修費であります。予算現額１９８万１千円に対して、支出済額は１１５

万５，２５８円で、執行率は５８．３％であります。９節旅費の支出済額５７万４，５４０

円、各種研修会への出会旅費であり、不用額５９万８，４６０円は、旅費日当の支給廃止や

公用車利用のほか、乗り合わせ等により経費削減が図られたことによるものであります。１

３節委託料の支出済額３１万５千円は、職場活性化研修業務として、接遇研修を外部講師に

委託して実施したものであります。１９節負担金補助及び交付金の支出済額２５万２，３７

７円は、県市町村振興協会に対する負担金及び市町村アカデミー研修等、各種研修への参加

に伴う負担金であり、県市町村振興協会では課長等の管理職を初め、一般職員まで幅広く研

修会を開催しており、当市においても多数参加をしているところであります。 

次に、３目広報費ですが、事項別明細書は２０ページから２１ページになります。予算現

額１，８４４万３千円に対して、支出済額は１，５８８万２，１８２円で、執行率は８６．

１％です。１１節需用費の支出済額４０２万５，２８７円は、市の広報紙及び広報カレンダ

ー印刷費が主なものでございます。１２節役務費の支出済額９８万６，３２５円は、広報紙

の郵送料が主なものであり、１９節負担金補助及び交付金の支出済額１，０８６万６，７９

０円は、全国広報協会に対する負担金と各集落への広報用放送施設整備事業の補助金であり

ます。この広報用放送施設整備事業補助金の中の無線化事業につきましては、６集落分の無

線化のための施設整備を行ったものであります。 

次に、４目文書費であります。予算現額５５１万５千円に対して、支出済額は４７６万２，

４０８円で、執行率は８６．４％であります。１節報酬は、情報公開・個人情報保護審査会

委員３人分の報酬と費用弁償等を予算計上しておりましたが、審査会で審査する案件がなか

ったため、全額不用額として残ったものであります。１１節需用費の支出済額９１万７，３

９６円は、官報購読や書籍追録代等が主なもので、１３節委託料の支出済額１９３万２千円

は、例規集データ更新等業務でございます。１４節使用料及び賃借料の支出済額１９１万２，

９３２円は、例規集のシステムプログラム使用料と両面印刷機やファックス兼用プリンター

等のリース料でございます。 

次に、１３目交通安全対策費ですが、決算に関する説明書は２８ページ、事項別明細書は

２４ページをごらんください。予算現額３２４万３千円に対して、支出済額は３１２万７，
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７８５円で、執行率は９６．５％です。１節報酬の支出済額１８１万６千円と４節共済費２

７万８，０４９円は、交通安全専門指導員１人分の報酬と社会保険料が主なものであります。

８節報償費の支出済額１５万４，９８５円は、交通安全協力員の謝金が主なものであります。

１１節需用費の支出済額１４万６，４７６円は、新入学児童安全帽子、ランドセルカバーな

どが主なもので、１３節委託料の支出済額７万８，７５０円は、高齢者体験交通安全教室事

業を２つの自動車教習所に委託して実施したものであります。１９節負担金補助及び交付金

の支出済額６２万９，７００円は、地区交通安全協会ほか２件の負担金であります。 

次に、１６目庁舎管理費であります。明許繰越費２８０万円を含む予算現額５，２２８万

４千円に対して、支出済額は４，６２０万８，６５４円で、執行率８８．４％であります。

４節共済費及び７節賃金は、庁舎警備員３名分の賃金及び社会保険料であります。１１節需

用費の支出済額１，７００万４，８４７円は、電気料約８１５万円、ガス代約３６６万円、

水道料約１２０万円など、光熱水費が主なものであります。決算に関する説明書は２８ペー

ジから２９ページになります。１３節委託料の支出済額９６１万３，７８０円は、決算に関

する説明書に記載してあります１５項目に係る業務委託料であり、不用額の１１０万１，２

２０円はこれらの入札執行残などによるものでございます。また、備考欄、委託料の一番下

にあります市庁舎耐震診断業務２２３万８千円は、２３年度繰越事業として明許繰越額２８

０万円を２４年度に繰り越して実施をしたもので、一部不用となった圧縮強度試験の減額に

伴う変更により、事項別明細書２４ページでございますけれども、この備考のとおり５６万

２千円が明許繰越費不用額となったものでございます。なお、業務は平成２４年６月２７日

に完了したところでございます。耐震診断の結果でありますが、敷地北側の機械棟及び本館

南側の平屋棟は基準値を上回り、補強は必要ありませんでした。しかしながら、本館３階建

棟、この建物につきましては倒壊または倒壊の危険性があるとの診断がなされたところであ

ります。これにより今後は、この結果に基づき耐震補強計画の作成、実施設計等を経て補強

工事へと移行するものと考えているところでございます。次に、１５節工事請負費の支出済

額２４６万７，５００円は、本庁舎と別館２階をつなぐ渡り廊下の屋根のふきかえと来庁者

用の喫煙所設置２件の工事費でございます。事項別明細書は２５ページになります。１８節

備品購入費の支出済額１，１９０万３，０１０円は、議場音響設備を初め、庁舎非常用放送

設備購入費用が主なものでございます。 

次に、１７目電算管理費でありますが、決算に関する説明書は２９ページになります。予

算現額６，８５４万円に対し、支出済額は６，７６５万８，５０３円で、執行率は９８．

７％であります。１１節需用費の支出済額７２３万２，７１３円は、プリンタートナー等の

消耗品購入費や機器の修繕費が主なものであります。１２節役務費の支出済額５５０万３，

７４７円は、本庁と支所等の外部施設を接続する通信回線費が主なものであり、１３節委託

料の支出済額１，０８４万７２９円は、決算に関する説明書に記載してありますように、電

算機器の保守業務やシステムの改修、保守点検業務などが主なものであります。１４節使用

料及び賃借料の支出済額２，２０６万１，４０６円は、電算ソフト使用料やパソコンリース

料が主なものであります。１８節備品購入費の支出済額１６５万９千円は、土木測量総合シ

ステムの購入に係る費用でございます。１９節負担金補助及び交付金の支出済額２，０３６

万９０８円は、決算に関する説明書に記載してありますように、４つの団体等への負担金と

住民記録、税、健康管理、財務会計等、各種の電算システムサポート負担金であります。 

次に、２項徴税費１目税務総務費の総務課所管に係る分は、固定資産評価審査委員会の委

員に係る１節報酬、９節旅費及び１９節負担金補助及び交付金でありますが、固定資産評価

審査会の開催案件がなかったため、支出はゼロとなったところでございます。 



- 17 - 

次に、第９款消防費１項４目災害対策費の総務課所管分について御説明をいたします。決

算に関する説明書は５３ページの下の段から５４ページ、事項別明細書は５８ページでござ

います。予算現額１，８６２万６千円に対して、支出済額１，２０９万３，６７５円ですが、

このうち総務課所管分は、予算現額が１，７５６万２千円であり、支出済額が１，２０９万

３，６７５円で、執行率は６８．９％であります。１節報酬は防災会議委員等の報酬を予算

計上しておりましたが、会議開催の要件がなかったため不用となったものであります。３節

職員手当等の支出済額６７万６，９７９円は、災害警戒待機等における職員の時間外勤務手

当であります。９節旅費のうち総務課に係る予算は３万６千円で、支出済額は８，１２０円

であり、職員の普通旅費であります。１１節需用費のうち、総務課に係る予算は４４５万円

で、支出額は３９５万８，０６４円であり、防災行政無線に係る屋外拡声器等の電気料と昨

年６月に発生した集中豪雨の際に落雷の被害を受けた防災行政無線中継局の修繕料が主なも

のであります。１２節役務費の支出済額４５万６，９６４円は、防災マップ等の区未加入者

への直送に係る郵便料２４万８，４０８円が主なものであり、１３節委託料の支出済額４３

４万７千円は、標高表示板作成業務、防災マップ作成業務及び防災行政無線保守業務等の委

託料であり、不用額３４９万５千円は、標高表示板作成業務及び防災マップ作成業務に係る

委託料の執行残が主なものでございます。１９節負担金補助及び交付金の支出済額２６２万

６，５４８円は、決算に関する説明書に記載してあります県消防・防災ヘリコプター運航連

絡協議会ほかへの負担金及び防災行政無線電波利用料などであり、不用額９０万６，４５２

円は、県防災無線再整備事業に係る負担金の執行残が主なものでございます。 

以上で歳出を終わりまして、次は歳入について御説明をいたします。では、決算に関する

説明書は９ページ、歳入歳出事項別明細書は４ページからになります。なお、歳入につきま

しては、決算に関する説明書の備考欄を中心に説明をさせていただきます。まず、第１２款

使用料及び手数料１項１目総務使用料１節総務管理使用料のうち、庁舎使用料は５９万２，

３４３円です。その主なものは、職員団体事務所分が３８万３，１６８円、金融機関の現金

自動支払機分が１６万３，９３２円などが主なものとなっております。次に、決算に関する

説明書は１１ページ、事項別明細書は６ページになります。決算に関する説明書は、真ん中

辺りになりますけれども、２項１目総務手数料１節総務管理手数料は、地縁団体証明手数料

４件分の８００円、公文書閲覧等手数料４件の２，８４０円、り災証明手数料８件分の１，

６００円であります。次に、決算に関する説明書は１６ページ、事項別明細書は１１ページ

になります。第１４款県支出金３項１目総務費委託金１節総務管理費委託金の市町村権限移

譲交付金５万１千円のうち、総務課所管分として２万円の収入がありました。これは、字の

区域変更に係る事務処理費用として交付されたものであります。次に、決算に関する説明書

は１８ページ、事項別明細書は１３ページになります。第１５款財産収入１項２目利子及び

配当金で、決算に関する説明書備考欄の上から６つ目でございますが、退職手当準備基金の

基金利子７万２，８６８円は基金に係る利子分でございます。次に、決算に関する説明書は

２０ページ、事項別明細書は１６ページになります。決算に関する説明書の２０ページ、雑

入をごらんいただきたいと思います。第１９款諸収入５項４目雑入２０節雑入の総務課所管

分の主なものについて御説明をいたします。まず、雇用保険料として、庁舎警備員３人、キ

ーパンチャー・電話交換手３人、交通安全専門指導員１人、庁舎及び公用車管理人１人の個

人負担分、計７万４，６４３円であります。次に、その２つ下の地図代でありますが、合計

５１枚分でございます。 

決算に関する説明書は２１ページになります。上から１０行目の庁舎現金自動支払機電気

料は、鹿児島いずみ農協など３台の現金自動支払機の電気料として合計１３万７，９２１円。
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その下になりますが、庁舎自動販売機電気料として８万３，４３９円の収入があったところ

でございます。その３つ下になりますが、本庁分の私用電話料は玄関横に設置してあります

公衆電話の使用料であります。さらに３つ下になります。広報送付の謝礼として３件、１万

６千円の収入がありました。次はその３つ下ですが、水道課の使用した光熱水費として１２

万円が納入されております。次は９つ下になりますが、県政かわら版配布手数料として、県

広報協会から２０万５，１４０円の交付がありました。その下の職員健康診断大腸がん等検

診助成金ですが、大腸がん等検診受診者１人につき市町村職員共済組合から１千円の助成が

あり、１４６人分で１４万６千円の収入がありました。その下の原子力立地給付金１６２万

５，４４８円のうち、総務課所管分は庁舎電気消費量及び防災行政無線電気消費量に対して、

１２万７，９６８円が九州電力株式会社から給付されたものでございます。その１０個下に

なりますけれども、水道課への貸与パソコン等の使用料９０万４，０４０円であり、水道課

から納入されたものでございます。 

次に、決算に関する説明書は２２ページになります。上から３つ目の負担金等返戻金２６

万２４６円のうち、４万４，４００円は阿久根警察署管内暴走族等追放推進協議会の精算に

伴い、本市が負担した事業費運営分担金が全額返納されたものでございます。その４つ下の

広報あくね広告料は、３３件で４０万円、その下のホームページ広告料は、２０件で７２万

円の収入がありました。その４つ下の消防操法大会練習時水道使用料４，０４２円は、消防

団が操法大会練習時に使用した水道の使用料でございます。雑入の欄の下から１０行目、庁

舎案内板広告料５万６，７５０円は、昨年１０月から本庁舎正面入り口に設置した案内板の

広告掲載料等であります。以上で説明を終わりますが、答弁につきましては私と課長補佐並

びに担当係長からさせていただきます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

課長の説明は終わりました。 

午前中の審議を中止し、休憩いたします。 

午後はおおむね１時から再開いたします。 

 

（休憩 １２：０５ ～ １３：００） 

 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

これより質疑に入ります。 

出口徹裕委員 

全体的なことになりますけれども、事業の成果説明書の中で全体的にですね、大きな成果

があったとか、できることとなったとか、向上が図られたというふうになってますけども、

これを読むとパーフェクトだったんだなという感じがするわけですが、２４年度を振り返っ

た中でここはもう少しこうする、改善の余地があったというところも仕事をする上ではです

ね、あってしかりかとは思いますが、そういったところについて何かなかったでしょうか。 

上野総務課長 

出口議員のほうから成果説明書についてですね、総括的な部分で総務課のですね、評価に

ついてのお尋ねでございます。確かにそれぞれ例えば職員研修であったり、あるいは他ので

すね、広報、あるいは無線整備等々含めたですね、総括的な部分での評価というような形で

事業の成果として表現をしたところございますけど、特に職員研修等々においてはですね、

先の委員会等々でも御指摘がございましたけれども、市民の方々から苦情がないかとか、意
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見箱等々にですね、御意見が寄せられていないかと、そういうようなこと等も御意見がござ

います。決してですね、私どもの評価としては、２４年度をパーフェクトで乗り切り事業の

成果を得たということではなくてですね、おっしゃるように個々にはですね、細部について

は反省もたくさんするところでありますし、このことを踏まえて新年度を、２５年度にです

ね、活かすようなそういう評価をしなければならないというふうに認識しているところでご

ざいます。以上です。 

出口徹裕委員 

例えばですけれども、事業を予算を付けていく中でですね、どうしても一般企業でも、例

えばこういうところは失敗だったけれども、こういうところに今年度はこれを踏まえて取り

込んでるんだというようなところがあればですね、こういう評価をする上ではとても大事な

ところだと思うんですよね。ですから、今こういうふうに２４年度はこうだったですけれど

も、こういうふうに現在取り組んでますというような、２４年度の決算にあたってのにはち

ょっと合わないのかもしれないですけど。でも、それも反省点としては一例でもいいのであ

ればですね、前向きに予算、決算をやっていってるなという感じがあるんですけれども、何

か一つでもあれば、取り組んでいるこれに対してですね、あれば。 

上野総務課長 

実は、平成２５年度、新年度のですね、新年度予算の御審議をいただきました２５年第１

回の定例会におきましてですね、職員研修、特に新採職員のですね、研修について今後考え

られる新たな何か取り組み等についてはないのかというようなことで御指摘というか、御質

問がありましたけれども、このときにですね、実は、毎年、阿久根物産展という形で鹿児島

の百貨店においてですね、物産展が開催されると。こういう物産展の中にですね、直接新入

職員、職員を対象に派遣をして実践としての研修を学ばせることができないか検討をしてお

りますということでお答えをしたことを記憶をしておりますけど、２４年度末でございまし

たけれども鹿児島のほうに百貨店の物産展にですね、職員を派遣いたしまして新たなですね、

実践としての研修を積ませて評価を得たというような取り組みは全く新しい取り組みかなと

いうふうに評価をしているところでございます。以上です。 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

牟田学委員 

２０ページのですね、２款総務費１項総務管理費１目一般管理費の９節旅費ですけども、

これ先ほど課長の説明でですね、研修に行くとき乗り合わせたり、パックを使ったりという

ことなんですけれども、午前中の議会事務局もですね、ホテルパックを使って大分安くなっ

て、不用額がふえてるわけですよね、旅費の。これは、去年から取り組んだことなのか、そ

れとも、ことしから節約しようという考えで全課においてもこういう傾向にあるのか。 

上野総務課長 

旅費の節減等につきましてはですね、全課あげてそういう取り組みをするということで、

これまでも継続的に取り組みをしていたところでございまして、特に本年度ですね、この旅

費について削減が図られた大きな効果の一つの中に日当の廃止というのを２４年度当初から

導入をしたというようなことで、当初予算の中には日当も計上していた関係でどうしてもで

すね、削減率が大きくなったというようなことで今回は特にこの決算が目立っているところ

かと思います、以上でございます。 

牟田学委員 

ことしこの不用額が大分上がってきているわけですよね。ぜひですね、そういう日当がな
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くなったというのもありますけど、いろんな安いパックがあったり、そういうところを使っ

てですね、ぜひまたこの旅費に関してはなるべく安くあがるようにしていただきたいと思い

ます。以上です。 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

石澤正彰委員 

課長、お尋ねします。成果説明書の４ページ、私はぜんぜん認識がなくて勉強不足やった

んですが、我々１円保険というふうに災害保険をですね、やってるんですが、 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

すみません。この４ページに関してはですね、次の特別会計のほうで、よろしくお願いし

ます。 

［石澤正彰委員「せんといかんわけね、了解」と呼ぶ］ 

ほかに質疑はありませんか。 

竹原恵美委員 

２款１項２目職員研修費なんですけども、苦情も多いことではありますが、職員を研修に

出した、その後のアフターフォローだとかレポート書きだとかそういうことは行ってあるん

ですか。 

上野総務課長 

  研修に応じて、研修はすなわち、先ほど物産展の派遣研修を行ったということで御説明を

いたしましたけれども、当然出張として取り扱いをするわけですので、出張の復命という形

で各人から復命をいただくと、あるいは研修の内容の中にはですね、特に昨年度は２年続け

て接遇研修を外部講師を招いて実施をいたしましたけども、この研修においてはそれぞれレ

ポートを提出をさせるということでですね、それぞれ参加者からの意見の集約等について努

めているところです。 

竹原恵美委員 

その講習の中身なんですけれども、カウンセラー講習などは入ってますか。心理カウンセ

ラーていう種類があるんですけど、ここに項目は出てない中で接遇て言われましたが、心理

カウンセラーなどの講習は入っているんでしょうか。心理カウンセラーていうのがあるんで

す、講習には。自治体も結構受けたりするんですけど、ここはどうかなと思って。 

上野総務課長 

竹原委員のほうからカウンセラーにかかわる研修を受講したかというお尋ねですよね。具

体的にですね、カウンセラーにかかわる研修に職員を派遣したということではございません

けども、特に昨年度の研修の中ではですね、職員のメンタルヘルスにかかわる研修には参加

をさせております。カウンセラーについての、カウンセリングを学ぶとかそういう形の研修

については参加をさせておりません。 

竹原恵美委員 

要望の一つなんですけど、よく健康増進課などは、やっぱりお宅に伺ってということで苦

情もぼちぼちあるかと思いますが、自治体でカウンセリングの講習を受けるところがあるよ

うなんです。というのが、本人のやっぱり苦情を言われたり、いろんな要求を聞くというこ

との負担の大きさ、だから去年の講習があったんでしょうけども、人の病気もお持ちの方々

の苦情を聞く、それを扱うというところで少しテクニックとしているやのように聞いており

ます。その中でカウンセリングという講習は有効かなと私は思いまして、そして、生きがい

対策で聞いたんですけども、市民とかかわりを持つときに上手に話をするように方言をきつ
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く使ってやったりていうようなことを言われたんですが、横から聞いてましてそれがプラス

なのか、高齢の方、ある程度尊敬の言葉を使って欲しいのに、随分べたべたでしゃべってい

るというふうな、耳にもしてますし、私も聞きましたが、その距離感を保つというところで

少し個人的なレベルに任せてあって、上手じゃないんじゃないかなと。ちょっと距離感を近

づけすぎている。そこで、不満も出てきたり、敬語を外してしまってる部分が見られるよう

に思いますので、少し検討して見てください。 

次、質問します。９款１項４目で標高表示なんですけども、これは今はもう建ててしまっ

た後の管理はどこになりますか。標高表示。 

上野総務課長 

設置をいたしました総務課の所管で維持管理もするということになります。 

竹原恵美委員 

設置時に見にくいんだとか、幾らか意見があったようですけども、今はその改善、今も継

続してという状態にありますか。 

上野総務課長 

これにつきましては、市民並びにたくさんの、議員の一部の方々からもですね、真摯なお

声として改善できる分については改善に取り組めというような御意見もいただきまして、今

年度になりましてからでございましたけれども、今はすべて方向を変えて改善をさせていた

だいたところでございます。以上です。 

［竹原恵美委員「わかりました」と呼ぶ］ 

竹原恵美委員 

同じ款項目です。防災マップなんですけれども、ここで表示されてるのは冊子の部分です

か、それとも一枚ものの大きいプリントの物のことでしょうか、両方でしょうか。 

上野総務課長 

冊子になった総合版のことでございます。 

竹原恵美委員 

正直ボリュームがあって一人一人読み込むのには難しいなという印象があったんですが、

配るのは総務課が、配布するという作業までいく、その後のフォローまで求める、その後の

各区に配る、区から配られたんでしょうけども、その次の活動、参加型の活動をしていただ

くというふうな考えはなかったんでしょうか。正直、各家庭で読みきれずに理解できずに埋

まる可能性が高いなと。厚みもあったんですね。その辺はいかかでしょうか。 

上野総務課長 

私ども、防災を担当する所管として、毎年、梅雨の前、台風を控えての夏場の前半でござ

いますけども、各地区をですね、校区単位ではございますけども、台風あるいは暴風等々を

ですね、含めた災害にかかわる地元説明会を開催をしております。特に昨年度の場合につき

ましては、防災マップは２４年度に総合版を作成しましたので、本年のですね、この地区説

明会において防災マップを活用して、総合版を活用して参加を促して説明をさせていただい

たところでございます。ここについては、特に本年度の場合は総合版のマップを活用しての

説明会というふうにさせていただいたところでございます。以上です。 

竹原恵美委員 

以後もそのマップ、せっかくこのつくったものですけども、これをそれぞれお持ちいただ

いて活動するとか、そういうふうな計画になっている、この冊子の活かし方ですけれども、

それはありますか。 

上野総務課長 
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たびたび、作成できるようなものではございません。当然、ある意味、長期間においてで

すね、使っていただく大事なものでございますので、当然、市民の方々にもそこら辺のとこ

ろは御理解をいただいて、日ごろからですね、防災意識に努めていただくというような。違

いますかね。 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

竹原委員、もう少し具体的にお願いします。 

竹原恵美委員 

この冊子を使って、これからもその個人さんがお持ちいただいて、その講師をするとか、

この冊子の活かし方は、考えがありますか、計画がありますか。 

上野総務課長 

マップそのものがですね、防災に対する意識の啓蒙であったりとか、あるいは細部の避難

場所の確認であったりとか、あるいは標高等であったりとかいうのをそれぞれが確認をいた

だけるようなそういう総合的な情報誌になっておりますので、これを有効に活用していただ

くと。特に本年度説明会でこういう活用の仕方がございます。このように掲載をしてござい

ますというような説明を加えたということでございますので、その後にまた改めてこの部分

についてというのは、今のところちょっと予定はしていないんですけど、問い合わせ等があ

ればもちろんお答えをするという形になろうかと思います。以上です。 

［竹原恵美委員「結構です」と呼ぶ］ 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

竹原恵美委員 

説明書の９ページの中で、１２款１項１目総務使用料で庁舎の中で、庁舎利用、労働組合

と銀行から入金がありました。労働組合の部分というのは、市民サービスとはまた違うとこ

ろでありまして、入金があるんですけれども、こちらは利用料とそして光熱費の、水道光熱

費や電話代というのの差し引き、それぞれ項目を教えてください。 

［上野総務課長「委員長、しばらく時間をいただいてよろしいでしょうか」と呼ぶ］ 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

はい。 

上野総務課長 

各項目それぞれお答えをさせていただきますが、職員団体事務所について、１年間５０平

米、年間使用料３０万７，１４２円、電気料５万４，０９３円、水道料９，５８９円。この

電気料、水道料はいずれもメーター実績によって支給を受けております。たばこ自販機、年

間占用料１平米９，２８２円、たばこ自動販売機電気料３，０６２円。この電気料について

もメーター実績でございます。それからＪＡ自動支払機、ＡＴＭでございますけれども、Ｊ

Ａ５万８，４８１円。次に、労働金庫４万９，７５５円。それから、３行合同のＡＴＭがご

ざいますけれども、南銀、鹿信、相信、こちらが５万５，６９６円。自動販売機の占用料で

ございますけれども、失礼しました。自動販売機占用料が３台で３万７５円。それから、九

州電力の電柱の占用料、本柱１，１００円、支柱１００円。防災科学技術研究所８，３８１

円。それから、玄関正面に設置をしてあります表示盤の表示灯株式会社から５，５８７円。

以上が明細でございます。 

竹原恵美委員 

労働組合、入ってられるんですけど、電話料金は別途引かれてるんですか。 

上野総務課長 
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はい。別途でございます。 

［竹原恵美委員「わかりました」と呼ぶ］ 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

山田勝委員 

監査委員の意見書をこう見るときにですね、課長、ちょっとお願いなんですけどね、平成

２４年度のね、平成２４年度のね、人件費を仕分けをしたのをね、あとでいいですから提出

していただきませんか。給与決算額。平成２３年度のいただいたのはですね、それぞれ決算

額は２１億ということになってるんですけどね、いつもいつも言っているように一般会計の

だけしか報告しないから、一般会計のときしか報告しないから、人件費が１５億とか１６億

とかという金になってるんですよね。だから、基本的には私はね、一般会計だけでじゃなく

て、地方交付税の基準需要額の算定の中にはね、全部消防費もいってるんだから。消防費も

入ってるでしょ、全部入っている。だからトリックだ、だまかしとっとやというだけの話で

すよ。だから、そういうことも含めてね、全部出していただきたい。 

それと平成２３年度と比較してね、人件費がね、比率で言ったらコンマ２％上がっている。

それから、物件費が下がっている。これはどういう理由かな。 

上野総務課長 

平成２３年度との比較で人件費がコンマ２％アップをしているということの御指摘でござ

いますけども、こちらにつきましてはですね、御承知のとおり鹿児島県総合事務組合に退職

手当の積立、負担金として負担をしておりますけども、この負担率の改定に伴いますアップ

によって、御承知のとおりですね、給与の削減については引き続き取り組んでおりますけれ

ども、この負担率がアップされたことによる負担金の増に伴って人件費がふえてということ

になっております。それから、物件費についてでございますけれども、物件費につきまして

はですね、対前年度比としては臨時・嘱託職員の数が若干ふえたというようなことで増にな

ったというふうに御理解いただきたいと思います。 

山田勝委員 

あのね、ここに平成１５年度の決算書をもってるんですよね。驚くなかれ、平成１５年度

の人件費総額２７億８千万、これは一般会計のですからね。それから、（聴取不能）総額３

０億ゆうに上がると思いますよね。３０億ゆうに上がって気がつかなかった議員が悪いんで

すよ。こんなことに気づかなかった議員も悪いし、教えてくれなかった人も悪いんじゃない。

気がつかなかった議員が悪い。そしてまたうまく公務員やるもんだよ。そういう中でですね、

私はいつもこう思ってるんですが、ところが、地方交付税の額はね、変わらないんだよな、

地方交付税の額も変わらない、基準需要額もそんなに変わらない。そういうことからして約

１０億はね、人件費が１０億浮いている分、市民のために使われる金がたくさん出てきてる

んですよね。ただ、けさ私はけさインターネットを見てみたらね、きのう３０日に総務庁が

ね、全国の自治体の決算書を出したと。書いてあったけど二つの自治体がね、破綻の状況に

ある。見られた人もいると思いますよ。二つの自治体が破綻の状況にある。それは、夕張市

に次いで、そういう状況。だから本当に厳しい中でですね、私は阿久根市は非常にいい経営

状況だと思いますよ。原因は３０億以上かかった人件費が２０億になったからですよ。です

から、職員の給料は、私はちゃんとした給料を払っていいと思いますよね。ところが、ちゃ

んとした給料を払うのとね、人件費を下げるのというのは別ですもんね、人件費はパソコン

があり、インターネットがあり、そうしながらそういう中でやっていくから人件費が下がっ

ていくわけですよ。だから、何も年収６００万、７００万ある人を頼まなくても、年収２０
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０万の人でも十分できる人がたくさんあるんですね。だから、そういうことでね、私はこの

人件費は徹底的に取り組んでいかないかんと思いますよ。そういうことで、先ほど申し上げ

ました人件費をね、全部特別会計も全部ひっくるめた人件費をね、表示して出して欲しいと

思います。わかりましたか。去年出していただきましたよ。平成２３年度の分は。だから、

その合計が２１億幾ら（聴取不能）。でも、現実にはね、１６億を目指さないかんと思いま

すよ。この件については以上です。 

それから、近ごろね、例えば、阿久根市の市の職員だった人が天下りを、特に役所の公社

とかというところにね、なかなか天下りはないんだけれど、現実にはね、市内のいろんなと

ころに天下っている人がいると思う。しかしながら、私はその天下りというのは、例えば阿

久根市がね、措置費とか補助金とかかなりの金をね、阿久根市が出しているところに市の職

員がね、やっぱ天下っているということは問題だと思うんだが、あなた方は市の職員が天下

りの状況をどのように把握していますか。職業選択の自由ですから構いませんよ。ところが、

市の職員出身はね、うまいですよ、ないのけん。法律の裏も表も知ってうまくやっていきま

すよ。だから、決してね、私は公平じゃないと思いますね。だから、市の職員が天下り先は

どういう状況ですかと。知らんてな言わせんでね。 

上野総務課長 

山田委員から天下りという表現でですね、市の職員の再就職というふうに表現をしてもよ

ろしいかと思うんですけど、国家公務員等とのですね、退職に伴う再就職については、少し

とらえ方が違うのかなというふうには私自身は思っておりますけども、ただいまのお尋ねで

ございますけれども、実は、退職をした職員、以前職員であったものがですね、再就職した

場合に市役所のほうに届けをするとか、あるいは手続をとらなければならないというような

ですね、義務付けにはなっておりませんもんですから、正確な部分でのとらえはしておりま

せん。ただし、ごくごく一般的なですね、職員間でのといいますか情報収集に基づいてです

ね、今回少し集計をさせていただいてはおりますけれども、ただし、これは非常に不確実な

数字であるというふうにまず付け加えておきたいと思います。以上です。 

［山田勝委員「ほいで、そしこや」と呼ぶ］ 

で、数をお尋ね。 

［山田勝委員「ちゃんと言ってくれないとね、なんでかって言ったら、失礼だけどね、

市の職員は税金をもとにね、すべてやってるんですよ。給料をもらい、子供の（聴取

不能）全部やってる、扶養から全部、市民から預かって税金でやっているじゃないで

すか。そいでやめた後のね、年金まで全部税金で処理している品なんですよ」と呼ぶ］ 

それではですね、先ほど前置きをいたしましたので、実は、平成２０年度から２４年度ま

での５カ年間における定年、あるいは早期含めたですね、退職者の数は７１名でございます。

この方々の天下りという言葉は私どもはちょっと認知をできないところがございますので、

再就職という表現をさせていただきますけれども、再就職したかつての職員の数について、

現在とらえている部分についてお答えをさせていただきます。まず、７１名のうち若年層で

国や県、他の自治体等に再就職した者が４名おります。その他、社会福祉法人への再就職者

は３名、公益社団法人等が３名、市の臨時、嘱託職員等が３名、県の関連機関の嘱託員が１

名、民間企業への再就職者が２名となっておりまして、この５年間で若年層で４名の他の関

係機関等への、いわゆる職をかえたと、職種の転換を図られた２０代の若い方々を除く再就

職者数は民間企業を含めて１２名となっております。この数は、これを再就職率と仮に称す

ればですね、７１名ですから、４名ですから、これを除いた１８％が再就職をされた率とい

うふうになろうかと思います。以上です。 
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山田勝委員 

非常に少ないんですね、少ないじゃないですか。私何でそういうかといったら、例えば阿

久根市から、例えば、んならね、あなたが言う社会福祉法人というのはね、阿久根市から社

会福祉法人というのは、ほとんど自治体及び税金からね、措置をもらったあれで措置してる

じゃないですか。もちろん給料したり、いろいろしたりですね。しかしながら、私が言うの

は、見かけるのは市の職員のＯＢがよく申請に来ている人とか、交渉に来ている人を見かけ

るので、それが必ずしもね、例えば、いろいろほら選別されるじゃないですか。ここはこん

な、許可、認可という部分についてね、そこに優遇、うまくやって優遇を図るか図らんかわ

かりませんよ。でも、具体的にほかのところと比較したときにどうかなという部分もあるの

で言うんですよ。こういう時代に民間の、民間に、あるいは社会福祉法人に公益法人に天下

って、その人でなければいけない部分もあれば、私も具体的にね、ああ、あの人が一番いい

かなと思ってるところもありますよ。ところが、社会福祉法人とかね、とかというのは、何

も役所の職員上がりがやんかってかんまんわけだから。ねえ。社会保険なんですか、あれ、

福祉士、あれがあったり、あるいは看護師のあれがあったり、あるいは保育士のライセンス

があればね、みんななれる話じゃないですか。そういう中で何もＯＢが天下ってする必要が

ないよねって、そこでまた比較にならないぐらいの給料がどひこもろとっかわからんけども、

給料を他の一生懸命働いている人よりもね、もらうというのはいかがなもんかというふうに

思うから、ちゃんとそれなりのブレーキをかけないかんのではないかと思うだけの話よ。な

るべく民間に、あるいは一般の人が恩恵を受けるように仕事も全部ね。そういうことでこう

いうチェックもやっぱいせないかん。知りませんじゃないんですよ。そりゃ、詳しかですよ、

役所のＯＢは。そういうことで、ただこういう議論がね、あったということもちっとわかっ

てくれとかなな。いつでも厳しい目が光ってるんだよというのをわかってくれとかないとい

けないということで私は言うんですよ。以上でございます。 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

鳥飼光明委員 

無線化事業についてお尋ねしますが、これがきてから非常によく知るようになりましたけ

れども、今２４年度でですね、全家庭終わりですかね、全７９集落あったんですが、今７７

ですけども。これで全部もう無線化事業終わりですかね。ちょっと教えてください。 

上野総務課長 

２４年度末、先ほどから６区をですね、無線化を図ったということで御報告をいたしまし

たけども、７９区中、６９区が無線化がなされたと。あと残る区は、２４年度末では１０区

ということになっておりました。 

鳥飼光明委員 

今後ですね、市としては何年後までで全部を終わらせる予定ですかね。それともう一つで

すね、貸家なんかを次々つくっていきますね、ほいでその集落はもう無線化事業は終わっと

る集落で、仮に貸家をした場合はやっぱその場合も追加的に１万円、最高１万円ですが、そ

れをもらってできるんですかね。この二つを教えてください。 

上野総務課長 

まず、１点目の今後の計画でございますけれども、順次、無線化がなされてきた状況を各

区の役員さん方を含めてですね、それぞれ承知をしていらっしゃいまして、例えば、２５年

度は３区、今年度ですね、２５年度は３区が実施をすることになっております。そして、新

しい２６年度に向けて実施の検討をなさっているところが５区ということになってきます。



- 26 - 

あと具体的に無線化の計画が現段階ではまだめどがたたないというか、検討はまだちょっと

していないというところが最終的には２つの区ぐらいになっていくのではないだろうかとい

うふうに今推測をしております。ただし、この二つのうちの一つの区においてはですね、ど

うしても区の運営そのものについて非常に脆弱なところがございまして、最終的に無線化と

いうことではなく現段階のですね、有線のまま当分の間はというようなそういう含みで今お

られるような状況があるようでございます。計画については、そういうことでございます。 

２点目でございます。実は空き家等におけるですね、受信機の助成についてのお尋ねかと

思うんですけども、実は、従来は無線化の整備をするときに一戸当たり１万円の助成をして、

受信機を含めてですね、各区で整備をしていただきました。空き家であったりですね、ある

いは今後、当時は、例えば、無線化のときには１００戸であって、受信機を１００戸付けま

した。ところが転出入の中でプラス３戸戸数がふえたと、この３戸分について助成ができな

いのかという、実は区長会等々からも御要望がありまして、今年度にですね、受信機１戸当

たり７千円という助成の制度を設けることとして現在運用を始めたところでございます。空

き家につきましても同じような考え方でよろしいかと思います。以上です。 

鳥飼光明委員 

この無線化でですね、今阿久根で相当火事とかいっぱい起こってますよね。こういう関係

ですね、非常に役立っとると思うんですが、予防対策ですね。それと同時に私はいろいろ回

りますと集落がもう崩壊する寸前の集落があるんですね。そういうところは当然、私いろい

ろ聞かれる場合があるんです。そいと今さっき言った貸家の問題。一万円やっぱいくいやっ

たろかいなと、こういう私質問をしたりするのでお聞きしたんです。以上です。ありがとう

ございました。 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

山田勝委員 

職員研修のことについてね、るる皆さん聞かれているんですんけどね。事業の成果を見た

ときにですよ、効果があったとか、大きな成果があったとか書いてありますね。私はあんま

り大きな成果があったようには見えないわけよな。具体的にもっと勉強して欲しいわ。具体

的に名前を上げたり具体的な課を上げたりすればよくないので言わないけど、今ほどね、情

報を収集できる時代はないのにね、情報を収集しない。ここには自己開発や能力開発など資

質向上を図り、複雑多様化する事務を円滑に対応に資するとともに、人材育成に繋がり効果

的であった。どげんとこい、具体的にどげん効果的やったか。 

上野総務課長 

ただいまのお尋ねでございますけれども、ここに表記したとおりですね、大きな人材育成

という目でみればですね、確かに個々については先ほども話をしたとおり、まだまだ不足の

部分もあろうかと思います。ただ、ここでのですね、事業の成果として確かに具体的に、で

はどんなことが特段の効果があったんだというふうに言われるとですね、確かに、例えば、

まだまだ不足かもしれませんけども、おいでになられた市民の方々にですね、職員のほうか

ら声かけを積極的にやると。こんなのは当然のことだと言われるかもしれませんが、そうい

う部分についても少しずつは身についてきたんじゃないかというようなこと等を、ほんの小

さなことかもしれませんけど、そういうようなことを含めてですね、ここでの表記としては

出ているというふうに御理解いただければよろしいかと思います。 

山田勝委員 

例えばね、仕事の成果をね、仕事の成果あるいは職員の仕事の成果、研修の成果をね、ど



- 27 - 

のようにあなた方は評価してですよ、とらえて、そして、昇給はもうね、仕事ができたでて

させならんたっで、問題はどのような人事異動をしているのか。だから総務課長とか職員係

長は、たまには庁舎内を回ることがあるの。 

上野総務課長 

そのことにつきましては、以前も山田委員のほうからですね、ちゃんと窓口を含めて見て

回っているのかという御指摘をいただきまして、不定期ではありますけれども、今特別見に

来たぞという形で見るわけではございませんけども、さりげない形で窓口等については調査

をさせていただいているところでございます。 

山田勝委員 

私がね、長くずっとさせていただいて見てるんだけどね、市の職員の中で一番な、点数が

あっとは総務課長と人事係長ですよ、職員係長。次にいいところにいかしてもらおう、推薦

してもらおうという気があるんですね。基本的に総務課長のところに、総務課長が素案をつ

くって市長、副市長のところにもっていく。それなりの力がありますよ。ですから、あなた

方二人がね、一生懸命ね、じごを叩かなな、ころばんど。職員係長、たまには見て回っとで

すか。 

中野貴文課長補佐 

今総務課長が御答弁なられたとおりですけども、私のほうでも機会あるごとに各職場のほ

うは巡回をというわけではありませんけども、見て回って気づいたところについては指摘を

するということもやっております。以上です。 

山田勝委員 

ぜひね、そうしないとね、人によっては役所にいたて、ばけされたて、んどもねて、上目

線で見てばけして薄気味悪くて、そうしても具体的に言うけど、どこのだれがって。ほんと

なんですよ。昔の話をしないですよ。こんごろは絶対よくなっとっじゃろて思とったいどん

からん、やっぱりそげんですよね。ところが、去年研修から帰って市長にだれが先にあいさ

つを、阿久根市役所だけですよ、市長から先にあいさつするのは、職員が。だったでしょ。

覚えてませんかね、市長の答弁を。自分からあいさつする。先に職員が、先におはようござ

います。それはね、市長とか議員だけではなくてね、市民にもそういう目線を向けてやらな

いと、小刻みにはね、やっぱり総務課長、職員係長の仕事や。そういうことでまた長い目で

じっと見てますので頑張ってください。 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、認定第１号中、総務課所管の事項について、審査を一時中止いたします。 

 

○認定第４号 平成２４年度阿久根市歳入歳出決算認定について（交通災害共済特別会計） 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

次に、認定第４号を議題とし審査に入ります。課長の説明を求めます。 

上野総務課長 

それでは、交通災害共済特別会計の決算につきまして、引き続き歳出から御説明をさせて

いただきます。特別会計の決算に関する説明書は２０ページ、歳入歳出決算事項別明細書は

２４ページをお開きください。説明書は２０ページ、事項別明細書は２４ページになります。

第１款１項１目事業費は、予算現額５１０万円に対して、支出済額は３９７万３，１７７円

であり、執行率は７７.９％であります。以下、節ごとにその主なものについて御説明を申
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し上げます。第１節報酬は交通災害共済審査委員会委員の報酬３人の１回分を予算計上して

おりましたが、委員会での審査する案件がなかったため全額不用として残ったものございま

す。８節報償費の支出済額３５万９，８５０円は、区長さん方に交付する会費取りまとめ謝

金でございます。９節旅費の支出済額２万５，９２０円は、県下１９市交通災害共済事務連

絡会出席に係る職員１名分の旅費でございます。１１節需用費の支出済額１５万４，８２５

円は、加入申込の送付用封筒ほか加入申込書の印刷経費が主なものであり、１２節役務費の

１７万４８２円は、郵便料及び金融機関の窓口収納手数料でございます。１９節負担金補助

及び交付金の３２６万２，１００円は、傷害３４件の見舞金３１９万７，６００円、電算シ

ステムサポート負担金６万３千円及び会議出席負担金１，５００円であります。 

次に、２款１項１目基金積立金は、予算現額１００万７千円に対し、支出済額１００万６，

５０９円です。これはすべてが２５節積立金で交通災害共済基金に積立てたもので、財源は

繰越金の９４万９千円と基金利子分５万７，５０９円であり、歳出合計は４９７万９，６８

６円であります。 

以上で歳出を終わりまして、次に歳入について御説明をいたします。決算に関する説明書

は１９ページ、事項別明細書は２３ページになります。説明書は１９ページ、事項別明細書

は２３ページでございます。１款共済会費１項１目１節共済会費は、予算現額４１５万円に

対し、収入済額は７５歳以上の方２００円の３，５２８人分と一般の方３６５円の８，９９

０人分の合計３９８万６，９５０円であります。２款財産収入１項１目１節利子及び配当金

は５万７，５０９円であります。４款繰越金１項１目１節繰越金は、平成２３年度決算によ

り１８９万６，６３７円が確定したことにより歳入措置したものであり、歳入合計は５９４

万１，０９６円であります。 

以上で、交通災害共済特別会計の説明を終わりますが、答弁につきましては、私並びに担

当係長からさせていただきます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

課長の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

石澤正彰委員 

お尋ねします。先ほどちょっと勇み足でしたが、成果説明の交通災害共済事業の中からで

すね、私も知らなかったんですが、７５歳以上は２００円になってますね。傷害見舞金３３

件になってますが、例えば、６０歳以上とか６０歳以下で仕分けができてますか。 

上野総務課長 

年齢層別の分類ができていないかというお尋ねでございます。成果説明の中にはですね、

見舞金の額による分類ができておりますけれども、あと私の手元に資料として用意をさせて

いただいておりますのは、月別の集計はなされておりますけれども、年齢構成別の仕分けは

誠にできておりませんで申しわけございません。御理解いただきたいと思います。 

石澤正彰委員 

それはいいんですけど、私がちょっと思ったのがですね、傷害見舞金を支給されてるのは

割と高齢者が多いんじゃないかなという気がしたんですよね。そうじゃないかもわかりませ

ん。しかし、７５歳以上は掛金が２００円であるということからですね、例えば、見舞金支

給されている年齢が高齢者が多いということであれば、１日１円保険で３６５円でもいいの

ではないかなと思いましたが、どうお考えですか。 

上野総務課長 

お尋ねでございます。実はこの件に関しましては、以前から議会の中でもですね、御承知

のとおり本年度もまた基金の積立が増額をしていくという傾向にございましてですね、本来、
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会費の中から共済として互助の精神でこの補償を充実していこうというような目的でなされ

た制度でございますので、逆にですね、基金をふやすというのが目的ではないので、掛金を

小さくしたり、あるいは死亡見舞金を大きくしたり、傷害見舞金を大きくするというような

形でですね、制度をある意味充実発展をさせてきた経緯がございまして、３６５円を２００

円にした経緯についてもそのようなことがあったものですから御理解がいただけないかなと

いうふうに思うところでございます。 

石澤正彰委員 

そこのところは私もわかるんですが、実は私も６０歳過ぎてからですね、交通共済をいた

だきました、見舞金をですね。だから、そういったことで別に１日１円の負担がですね、特

にお年寄りの負担になってるとかいう考え方はあまり適合しないのかなと思いますんで、も

う一度、考えてみていただきたいなということで要望で終わります。 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

岩﨑健二委員 

基金についてお尋ねします。交通災害共済基金が２４年度末で７，８３５万６，１９８円

と多額になってきておりますが、この共済基金をこのままずっと続けていくと、どんどん基

金がふえる一方で、先ほど課長から説明がありましたとおり、基金造成が目的ではないとい

うことですので、今の条例を改正して交通災害共済基金を用いてセンターラインの引き直し

とか、あるいはカーブミラーの設置とか、そういうような交通事情に配慮できる使用できる

基金条例の改正という考えは持ちあわせはないですか。 

上野総務課長 

岩﨑委員のほうからですね、お尋ねでございました。実は、議員の皆さん方も御承知おき

かと思いますけど、昨年度、本議会一般質問の、確かあれは６月か、第２回定例会の一般質

問の中でですね、基金の有効活用ということでですね、先ほどの岩﨑委員から御指摘があっ

たとおりですね、交通安全施設等々ですね、特に通学路等々のですね、停止線であったり、

表示板であったり、交通安全施設等への充当を図りながら、有効活用できないかというよう

なお尋ねでございまして、そのときに市長はですね、前向きに検討をして活用できるような

方策を探っていきたいというような御答弁をされたところでございます。ただし、今この基

金をですね、会員が基金として積み立てられてきたこの財源を他の目的の部分として使うと

いうことについては、一定程度、例えば、加入者の方々であるとかですね、この辺の一定程

度の手続、あるいは周知なんか必要でないのかというようなこと等についても検討を進めて

おりまして、おっしゃるとおりですね、前向きにこのことについては対応を考えているとこ

ろでございますので、御理解いただきたいと思います。 

山田勝委員 

私はね、今、岩﨑委員が言われた質疑の中でですね、これを交通、何ですか、施設設備の

ね、充実なんてのはもってのほかですよ。これはね、ちゃんとね、交通安全には交通安全の、

交通安全ないか県の予算があって阿久根市が幾らか出してですね、道路維持は道路維持でや

っている。例えば、通学路についてはですね、通学路に関する法律、ちゃんとあってやって

るじゃないですか。そいが銭がなかんなら、金があるのをね、ちゃんと阿久根市がやらない

かんですよ。例えば、仮にそれをね、何千万かやったら、一発でパーですよ。私はかつて、

いろんな意見がありましたよ。これをね、例えば、交通災害で仮に今最高１００万ですか、

８０万ですね。１００万。仮に１００万出してマイクロバスで（聴取不能）ひっくり返って

１０人なくなったらね、１千万いるんですよ。ですから、そういうことでね、もちろん行政
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がやらないかんこと、互助会がやることとはね、違いますよ。そんなことを考えたらあかん。

以上。 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、認定第４号について、審査を一時中止いたします。 

ここで暫時休憩いたします。 

（総務課 退室） 

 

（休憩 １４：００ ～ １４：１２） 

 

（総務課消防係 入室） 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

 

○認定第１号 平成２４年度阿久根市歳入歳出決算認定について（一般会計） 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

次に、認定第１号を議題とし、総務課消防係所管の事項について審査に入ります。消防参

事の説明を求めますが、説明は所管の決算内容、新規事業や改良を加えた点、事業の執行に

よる行政効果等について、簡潔明瞭にお願いいたします。 

花田消防参事 

平成２５年第３回定例会におきまして決算特別委員会に付託になりました認定第１号、平

成２４年度阿久根市歳入歳出決算認定についての一般会計のうち、総務課消防係所管の事項

につきまして、決算に関する説明書及び事項別明細書により御説明申し上げます。 

決算に関する説明書は５２ページ、事項別明細書は５７ページをお開きください。歳出か

ら御説明申し上げます。第９款１項消防費１目常備消防費は、予算現額、支出済額とも２億

５，０３１万５千円で、執行率は１００％であります。阿久根地区消防組合への負担金であ

ります。 

２目非常備消防費は、予算現額８，５２１万２千円、支出済額５，８６２万９，３４０円

で、執行率は６８．８％であります。予算残額２，６５８万２，６６０円のうち、２，３０

２万９千円は、市の緊急経済対策として補正予算第９号で措置したものであり、平成２５年

度に繰り越して事業実施したところであります。不用額は３５５万３，６６０円であり、消

防団員の退職報奨金の不用額が主なものであります。以下、節ごとの支出済額及びその内容

等について申し上げます。 

１節報酬１，１４０万１，７０１円は、消防団員２１３名の報酬であります。５節災害補

償費２６９万５，７７８円は、１名の傷病者７５万２，６７８円及び１名の遺族補償年金１

９４万３，１００円であります。決算に関する説明書は５３ページになります。８節報償費

２３９万２，３２３円は、消防団員９名の退職報奨金２０９万３千円と、消防操法大会、消

防出初式などの記念品等や出会謝金等のその他報償費２９万９，３２３円であります。９節

旅費１，７４０万６，７９０円は、消防団員の費用弁償１，７２６万９，９９０円が主なも

のであります。１１節需用費３９７万９０７円は、消防団の車両等の修繕料２０８万５，５

４５円、燃料費８０万１，０２４円、消防詰所等の光熱水費５２万２，５９２円が主なもの

であります。１２節役務費６２万４，９１４円は、消防車両の自賠責保険料等の４１万９，
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２９７円や消防団詰所等の電話料が主なものであります。１３節委託料２万円は、産業廃棄

物処理業務であります。また、翌年度繰越額１８万９千円は、市の緊急経済対策として補正

した耐震性貯水槽の整備に伴う用地の測量業務であり、平成２５年度において事業執行を行

うものであります。１４節使用料及び賃借料１１万６８０円は、黒之浜港湾施設用地の使用

料６万６，５８０円及び操法大会における仮設トイレの賃借料４万４，１００円であります。

事項別明細書は５８ページになりますが、１５節工事請負費９８８万１千円は、耐震性貯水

槽４０立方メートル２基の設置工事費であり、折口ニュータウン第３公園及び塩浜公園に設

置したものであります。翌年度繰越額２，１４４万円は、市の緊急経済対策として補正措置

した耐震性貯水槽４０立方メートル４基の設置工事費であり、平成２５年度において事業執

行するものであります。１８節備品購入費２７８万５８円は、消防団員の活動服などの経費

９５万９，６７３円、消防ホース１２２万３，４６０円が主なものであります。また、前年

度からの繰越事業として、救助用ボート１艘を５０万４千円で購入したところであります。

１９節負担金補助及び交付金５７２万８，５８９円は、消防団員の退職報償金掛金４１０万

８，８００円、団員等公務災害補償等共済基金掛金４８万７，６３９円や県消防協会等への

協議会負担金などのほか、防火水槽補修に係る補助金６０万円が主なものであります。２７

節公課費３０万５，６００円は、消防車の自動車重量税であります。２８節繰出金１３１万

１千円は、消火栓１４４基の維持管理費として簡易水道特別会計に４３万２千円と、同じく

２９３基の維持管理経費として水道事業会計に８７万９千円支出したものであります。翌年

度繰越額１４０万円は、緊急経済対策として事業実施する簡易水道整備事業において新設す

る消火栓４基分の設置負担金であり、平成２５年度において事業実施するものであります。 

３目水防費は、予算現額５０万円、支出済額１０万４，５８０円で、執行率は、２０．９

２％であります。１６節原材料費１０万４，５８０円は、緊急用の土のう用品を備蓄用とし

て購入したものであります。４目災害対策費は、予算現額１，８６２万６千円のうち、総務

課消防係が所管する分は１０６万４千円でありますが、支出はありませんでした。これは、

支出を要する災害が発生しなかったことによるものであります。 

決算に関する説明書は１３ページ、事項別明細書は８ページをお開きください。次に、歳

入について申し上げます。第１３款国庫支出金２項国庫補助金８目消防費国庫補助金は、予

算現額１，５４３万１千円、調定額、収入済額は、いずれも４９５万９千円で対予算収入率

は３２．１４％であります。内訳は４０トン耐震性貯水槽２基の整備に係る２分の１の補助

金４７９万１千円と平成２３年度予算を繰り越して購入した救命用ボート１艘の購入費の３

分の１の補助金１６万８千円であります。予算残額１，０４７万２千円は、緊急経済対策と

して補正措置し、翌年度に繰り越した耐震性貯水槽４基分設置に係る２分の１の額であり、

未収入特定財源として平成２５年度に繰り越すものであります。決算に関する説明書は１６

ページ、事項別明細書は１１ページになります。第１４款県支出金２項県補助金８目消防費

県補助金は、予算現額、調定額、収入済額、いずれも１０万円であります。内容につきまし

ては、火災予防推進事業費としての定額補助であり、当該活動のためのマグシート購入財源

として充当したものであります。 

３項委託金１目総務費委託金は、予算現額４，５７３万６千円、調定額、収入済額、いず

れも４，７１４万１７４円であります。事項別明細書は１２ページになりますが、１節総務

管理費委託金は、予算現額６万２千円、調定額及び収入済額は５万１千円でありますが、う

ち消防係所管分は、予算現額、調定額、収入済額とも１万円であり、県の権限移譲に伴う交

付金であります。 

決算に関する説明書は２０ページ、事項別明細書は１６ページになりますが、第１９款諸
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収入５項４目雑入の収入済額９，１９６万３，７２７円のうち、消防係所管分は、４８７万

８，０２８円であります。２節団体支出金の調定額及び収入額１，８３３万９，０８８円の

うち、消防係所管分はいずれも４７８万８，７７８円で、内訳は消防団員遺族補償年金１９

４万３，１００円、消防団員公務災害補償金７５万２，６７８円、消防団員９名の退職報償

金２０９万３千円であります。決算に関する説明書は２１ページになります。２０節雑入の

うち消防係所管分は、備考欄の下から１２行目の原子力立地給付金１６２万１，７２８円の

うち５万７千円。２２ページの上から６行目の県消防協会火災共済制度出資金割戻金２万６，

２５０円、同じく１４行目の消防団互助会負担金返戻金６千円であり、合わせて８万９，２

５０円であります。決算に関する説明書は２３ページ、事項別明細書は１７ページになりま

す。第２０款１項市債８目消防債は予算現額１，５９０万円、調定額及び収入済額はいずれ

も５００万円であります。予算残額１，０９０万円は、緊急経済対策として平成２５年度に

繰り越して、実施する耐震性貯水槽４基の設置に係る未収入特定財源として、平成２５年度

に繰り越すものであります。 

以上で説明を終わります。なお、答弁につきましては私及び担当係長が説明いたします。

よろしくお願い申し上げます。 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

参事の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

牟田学委員 

５８ページの３目水防費なんですが、原材料費として１０万４，５８０円。これは簡易土

のうとなっておりますけど、１トン土のうを含めるのか、普通の簡易土のうであれば１枚１

０円くらいだと思うんですけども、何枚購入されたのか。 

花田消防参事 

枚数については、把握はしておりませんけども、水につけるだけで重くなる、通常は何グ

ラムかの土のうで緊急用としてそれを備蓄用として購入したものであります。以上です。 

［牟田学委員「了解」と呼ぶ］ 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

鳥飼光明委員 

参事にお尋ねします。耐震性貯水槽、今こういう非常にやっておりますが、現在ですね、

市内全域に貯水槽ありますね。ああいうのは大丈夫なんですかね。 

花田消防参事 

市内に５００基を超える防火水槽等があるわけですけども、毎年、消防団員を通じて水利

の状況、水漏れ等がないか検査をしていただいて、それから時期的には８月前後と１１月前

後に各分団を通じまして、水利の状況、そういった部分で適正な維持管理をしていただいて

いるところでございます。以上です。 

鳥飼光明委員 

水位を測る、それだけで耐震性というのができるのかどうか。なぜか、私のとなりに水槽

があるものですからね、今耐震性がでてきたので質問するんですけども、あれは４０トンぐ

らいですかね。あれがぽんとやられますと家当たり４０トンの水量は相当水圧が強いので、

大丈夫かなと。そういうことで質問するんですね。ただ団員が測って水位が下がっただけで

耐震性がどうかなと疑問視非常にするんですが、何か調査の方法はないんですかね、団員じ

ゃなくて専門的な調査は。 

花田消防参事 
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詳細については、把握はしておりませんけども、４０トン、いわば設置基準とかそういっ

た部分がありますので、そういう基準に基づいて設置をして、そういった地震に耐えうるよ

うな施設になっているものと思っているところです。以上でございます。 

鳥飼光明委員 

これは非常に古いものなんですね、古い関係で心配するんです。今、ここ４、５年とか２、

３年なら私は考えない。家のところは非常に昔のなんですよ。道路の真ん中にもありますね。

ちょうど。あれ非常に危険なんですよ。車が通りますので、それで聞くんですが。 

花田消防参事 

以前から、地縁団体等で設置していただいている２０トン級の防火水槽につきましては、

耐震性については非常に危ういというふうに思っているところです。老朽化等もありまして、

そういうことで年次的にそういった４０トン級の防火水槽に、財源の状況次第ではあります

けれども、できるだけそういった地域性も考慮しながら、徐々に４０トンの貯水槽にかえて

いきたいとこういうふうに考えているところです。以上でございます。 

鳥飼光明委員 

特に家の集落の大型トラックを上を通りますのでですね、やっぱいそういう関係は常に点

検しとっていただきたい。あれがもしやられますと、大変な大事故が起きるので、前から私

はお願いしておるんですけども、要望です。終わります。 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、認定第１号中、総務課消防係所管の事項について、審査を一時中止いたします。 

（総務課消防係退室、税務課入室） 

次に、認定第１号中、税務課所管の事項について審査に入ります。課長の説明を求めます

が、説明は所管の決算内容、新規事業や改良を加えた点、事業の執行による行政効果等につ

いて、簡潔明瞭にお願いします。 

川畑税務課長 

平成２５年第３回定例市議会で決算特別委員会に付託となりました認定第１号、平成２４

年度一般会計の決算認定のうち税務課所管分について、決算に関する説明書及び歳入歳出決

算事項別明細書により御説明いたします。それでは、決算に関する説明書の６ページをお開

きください。市税の調定額２０億７，３１０万３，１７３円に対し、収入額は１９億８５７

万２，７４５円であり、調定額に対する収入率は９２．０６％で、前年度収入率９１．６

５％を０．４１ポイント上回っております。ちなみに前回の伸び率は０．２５ポイントであ

り、今回はこれを上回る伸び率となりました。 

ここで、税務課で取り組みました収納率の向上対策等について説明させていただきます。

まず、管理徴収係職員による夜間徴収を１２月、３月、５月に実施し、さらに課長等管理職

の応援をもらい夜間納税相談を４月に実施し、３月から５月を徴収強化月間と位置づけ、３

月は過年度分を、４月・５月は現年度分を主として徴収を行ったところであります。また、

催告書の発送を７月、１１月、２月の３回実施し、滞納の早期解消に努めました。また、滞

納者宅４件の県との合同捜索で差し押えた物品を、二度の県との合同公売会に出品し、４９

点を公売し、１５万６，５１３円を未納になっている税に充当したところであります。差し

押え品の合同公売会につきましては、県の広報誌、テレビ、ラジオでの広報活動に加え、阿

久根市でも広報阿久根、ホームページに掲載し、市民への周知を行ったところであります。

滞納処分でありますが、差し押えを１４４件行い、５００万６，７１３円を税、料金として
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納入しました。捜索、差し押え、公売につきましては、今後も一層強化しながら市民への周

知を図ってまいりたいと考えております。また、収納率の向上には徴収体制の強化、滞納処

分の徹底とあわせ、公平、公正な課税により納税者の方々の理解を得ることも重要であるに

もかかわらず、昨年８月には事務処理の確認不足に起因する国民健康保険税の年金特別徴収

税額の徴収誤りにより、多大なご迷惑をかけ行政不信を招いてしまいました。その後は、十

分なチェック体制をとるとともに、細心の注意を持って事務に従事し、再発防止、信頼回復

に努めているところであります。 

以上で、平成２４年度に取り組みました主な収納率の向上対策等についての説明を終わり、

決算に関する説明書の６ページにもどります。平成２４年度の調定額２０億７，３１０万３，

１７３円は、前年度に比べ３，３２４万６，３６３円のマイナスとなっております。これは、

プラスとなった主な税目では、個人住民税で子ども手当の創設及び高校授業料の実質無償化

に伴い、扶養控除額が減額されたことによる所得割額の伸びを要因として約２，９１４万円、

軽自動車税で四輪自家用車の伸びにより約３５４万円の増額がありましたが、固定資産税が

評価替え初年度による土地及び家屋の評価額の下落により、約５，８４１万円の調定額のマ

イナスがあったため、市税全体でマイナスとなったものです。調定額から収入額を差し引き

ますと、１億６，４５３万４２８円となりますが、このうち３２６万８，４０９円を不納欠

損処分し、残りの１億６，１２６万２，０１９円が収入未済額であり、前年度末と比べます

と５０２万９，５７９円の増額となっています。未済分の詳細については、７ページの市税

滞納繰越調書のとおりであります。 

次に、８ページをお願いします。第３款利子割交付金の収入済額２６４万２千円は、県が

収入した利子割の額から徴収取扱費相当額を控除した残額の５分の３の額であり、また、第

４款配当割交付金の収入済額１５７万１千円は、一定の上場株式等の配当について県が収入

した配当割の額から徴収取扱費相当額を控除した額の５分の３の額、第５款株式等譲渡所得

割交付金の収入済額３６万３千円は、源泉徴収口座内の株式等の譲渡による所得について県

が収入した株式等譲渡所得割の額から徴収取扱費相当額を控除した残額の５分の３の額が、

それぞれ市町村に交付されるものであります。次に、１１ページをお開きください。１２款

２項１目総務手数料のうち、備考欄の徴税手数料２５７万９，４００円は、所得証明などの

証明手数料及び市税の督促手数料であります。 

次は、１６ページをお開きください。１４款３項１目総務費委託金のうち、備考欄の徴税

費委託金２，７０２万６，７９５円は、個人県民税徴収取扱費であり、地方税法第４７条の

規定に基づき、９月と３月に交付され、内訳の主なものは、納税義務者数に３千円を乗じた

額であります。次に、１９ページをお開きください。１９款１項１目延滞金の収入済額１７

４万５，８３２円は、市税滞納分に係る延滞金であります。次に、２０ページの５項２目弁

償金の収入済額２００円は、原動機付自転車等の標識をき損等した場合の弁償金であります。

また、５項４目雑入では、２０ページの備考欄の下から３行目、雇用保険料本人負担分の一

部と２１ページ中段のコピー使用料の一部、２２ページ上から９行目、納税通知書等送付用

封筒広告料１８万円をそれぞれ歳入しております。 

以上で歳入を終わり、次に歳出について主なものについて御説明いたします。決算に関す

る説明書の２９ページと事項別明細書の２５ページをお開きください。２款総務費２項徴税

費１目税務総務費の支出済額７，８６２万９，８１２円は、税務課職員１７人のうち１２人

分の人件費が主なものであります。次に、２目賦課徴収費の支出済額２，４８８万６，０３

６円について、事項別明細書の節ごとに御説明申し上げます。１節報酬４９４万８，６９１

円は、収納嘱託員１名と窓口事務等嘱託員２名の報酬であります。４節共済費７１万２，３
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８１円は、嘱託員３名分の社会保険料であります。２６ページの７節賃金２７万８，４００

円は、課税事務補助臨時職員１名分の賃金であります。８節報償費４７１万５，１６０円は、

市税の取りまとめに対する各区などへの納税報奨金であります。９節旅費９万１，２８０円

は、県内外への徴収事務や税務関係研修時の旅費であります。１１節需用費２５４万９，０

０１円は、各市税納付書及び督促状並びに再発行納付書、納付書発送用封筒印刷代が主なも

のであります。１２節役務費３２８万８，８３２円は、収納代理金融機関窓口収納手数料、

納付書等発送時郵便料及び電話料であります。１３節委託料４４万９，７００円は、標準宅

地時点修正率算定業務、地積更正登記、地籍システムに係る委託料であります。１４節使用

料及び賃借料１２６万４，３００円は、電子申告支援システム使用料、市県民税申告時の公

民館空調機器使用料、市税等収納嘱託員徴収用務時車借上料であります。１８節備品購入費

８万６，２０５円は、固定資産税市町村事務要覧と土地家屋調査用のデジタルカメラを購入

したものであります。１９節負担金補助及び交付金５３万３，６８６円は、決算に関する説

明書に記載のとおり、負担金は、財団法人資産評価システム研究センター会費、地方税電子

化協議会費、会議出席負担金であり、補助金は、阿久根市青色申告会運営と出水たばこ販売

協同組合たばこ消費事業への補助金であります。２３節償還金利子及び割引料５９６万８，

４００円は、市税の過年度分の過誤納還付金及び還付加算金であります。 

以上が、税務課所管分に係る決算の主な内容であります。どうぞよろしく、お願いいたし

ます。 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

課長の説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、認定第１号中、税務課所管の事項について、審査を一時中止いたします。 

（税務課退室、企画調整課入室） 

次に、認定第１号中、企画調整課所管の事項について審査に入ります。課長の説明を求め

ますが、説明は所管の決算内容、新規事業や改良を加えた点、事業の執行による行政効果等

について、簡潔明瞭にお願いいたします。 

花木企画調整課長 

平成２４年度決算について御説明をさせていただきます。その前に誠に申しわけございま

せんが、主要事業の成果説明書の中で１点だけ修正をお願いしたいと思います。ページが１

０ページ、７、１、２の商工振興費の中の乗合タクシー運行事業の中で、事業実施状況のと

ころ一番下のほうで、運行回数と利用人数を書いてございますが、運行回数を２１０回と書

いてございますが、９１０回の誤りでございますので修正させていただきたいと思います。

申しわけございません。よろしくお願いいたします。それでは、決算につきまして説明をさ

せていただきます。 

認定第１号、平成２４度阿久根市歳入歳出決算認定について、一般会計中、企画調整課所

管の事項について御説明いたします。なお、歳入歳出決算事項別明細書については事項別明

細書と、決算に関する説明書については説明書と表現させていただきますので、あらかじめ

御了承をお願いいたします。それではまず、平成２４年度において企画調整課で取り組んだ

事業の中で、主なものを御説明いたします。平成２４年度は、市制施行６０周年記念のとし

であり、その記念事業としてＮＨＫ全国公開番組のど自慢の招致事業を行いました。この事

業においては、応募者数８３０組の中から予選会を経て２０組出場され、また、予選会では

１，６００名、当日は１，８００名の観覧者があり、盛況に終えることができました。また、

定住促進と地域の活性化を目的とした木造住宅建築補助事業や移住定住促進補助事業を新規
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に実施し、木造住宅建築補助事業では、補助件数４０件、補助金額は８５４万３千円で、住

宅建築等に係る総事業費は３億４，５２９万４千円であり、移住定住促進補助金は補助件数

９件、補助金額は３５０万円で、住宅建築等に係る総事業費は１億１，５８７万４千円とな

っており、定住促進と地域経済の活性化に一定の効果があったのではないかと考えていると

ころでございます。また、乗合タクシー運行事業については、これまで、大川地区、落・

枦・馬見塚地区、尾崎・弓木野地区、米次地区で運行を行ってまいりましたが、平成２４年

度においては国土交通省の補助制度を活用し、脇本北部・東部・西部地区、多田・桑原城地

区において新たに運行を開始いたしました。全体では、延べ運行回数９１０回、延べ利用者

数１，５０８人となっており、利用者数で前年度との比較をいたしますと、大川地区が１．

８倍、弓木野地区が１．９倍、米次地区が皆増、すべて増ということですね、となっている

一方、落・枦・馬見塚地区が皆減となっております。新規運行地区を除いた比較では前年度

比１．８倍で、全体的には利用が拡大している状況となっております。また、脇本北部・東

部・西部地区や多田・桑原城地区の新規運行地区の利用は、延べ運行回数２５４回、延べ利

用者数４４３人でありますが、本年度に入って利用数も伸びてきている状況であることから、

今後も市民の皆様の声を聞きながら、利用しやすい乗合タクシーの運行に努めてまいりたい

と考えております。 

次に、平成２４年度に事業着手し、平成２５年度に繰り越した事業について御説明いたし

ます。繰越額の内訳は、にぎわい交流ステーション事業、これは阿久根駅舎の改修事業であ

りますが、１億２０２万１千円。うみ・まち・にぎわい再生整備基本計画策定事業９７７万

６千円。肥薩おれんじ鉄道施設緊急安全対策事業６０万６千円であり、にぎわい交流ステー

ション事業については、実施設計が完了し、今月中に工事発注を予定しているところでござ

います。また、先日の議会におきましては補正予算も可決いただいたところでございます。

また、うみ・まち・にぎわい再生整備基本計画策定事業については、８月２９日に最終の策

定委員会を開催し、基本計画書の策定作業を終了しました。今後は、この基本計画に基づき、

拠点施設の整備を初め、まちなかの整備やにぎわいづくりに向けた活動を展開してまいりた

いと考えております。 

それでは、決算書に基づきまして、決算内容の説明をさせていただきます。初めに歳出に

ついて御説明いたします。事項別明細書の２２ページ、説明書は２６ページをお開きくださ

い。第２款１項８目企画費でありますが、予算現額１億４，２５２万６千円、支出済額２，

６９５万９，１７２円、翌年度への繰越額１億１，２４０万３千円で、執行率１８．９％と

なっています。執行率が低いのは、平成２５年度へ繰り越した事業に占める予算の割合が高

いことからであります。なお、繰越額の内訳は、先ほど御説明申し上げたとおりでございま

す。１節報酬６万５千円は、総合開発審議会委員報酬でありますが、審議する案件がなく、

審議会を開催しなかったことから全額不用となったものであります。８節報償費は、アクネ

大使年間謝礼品代６万１，６００円、華の５０歳組歓迎レセプション時の演奏謝礼、これは

三笠中の吹奏楽部でございますが、３万円、男女共同参画推進懇話会委員謝金５万８千円、

うみ・まち・にぎわい再生整備基本計画策定委員会委員の出会謝金などが主なものであり、

繰越額１０万３千円につきましては、同委員会の謝金を繰り越したものでございます。９節

旅費は、企画一般事務として２２万４，７００円、肥薩おれんじ鉄道関係が４万５，５６０

円、アクネ大使関係として９万９，１００円、にぎわい交流ステーション事業関係が１６万

４，５２０円、広報・調査等交付金事業として１３万６，７３０円などであり、繰越額につ

いては、にぎわい交流ステーション事業関係３７万９千円、うみ・まち・にぎわい再生基本

計画策定業務関係１万３千円で、不用額の主なものは、電源地域振興センター研修事業の研
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修参加者がなかったことや広報・調査等交付金事業の視察研修が実施できなかったことなど

によるものでございます。１１節需用費は、官庁速報３１万５千円、ＮＨＫのど自慢関係６

万９，７９６円、華の５０歳組ゼッケン代等の１６万５，６６４円、同歓迎レセプションの

食糧費６９万３，２０８円が主なものであり、繰越額の２万円は、にぎわい交流ステーショ

ン事業に係る消耗品費です。また、不用額については、広報・調査等交付金関係経費の残、

及び市制施行６０周年記念事業関係経費の節減によるものでございます。１２節役務費は、

華の５０歳組関係のハッピ、のぼり旗のクリーニング代４万４，２０５円やアクネ大使への

広報誌や謝礼品の送料４万１，０８０円のほか、郵便・電話料などが主なものであり、繰越

額の９万８千円は、にぎわい交流ステーション事業に係る建築確認手数料であります。また、

不用額については経費節減によるものであります。１３節委託料は、ＮＨＫのど自慢招致に

係る舞台架設業務経費２１５万７，７５０円と警備業務２７万３千円であり、繰越額は、に

ぎわい交流ステーション事業に係るデザイン業務及び実施設計業務経費８５４万７千円及び

うみ・まち・にぎわい再生整備基本計画策定業務経費９６６万円であります。１４節使用料

及び賃借料は、ＮＨＫのど自慢招致に係る楽屋備品のリース料であり、不用額の主な理由は、

広報・調査等交付金事業による原子力発電所等の施設見学が実施できなかったことによりバ

スの借上料が残ったものであります。１５節工事請負費は、にぎわい交流ステーション事業

に係るものであり、全額繰り越しをしております。１８節備品購入費は、広報・調査等交付

金を活用して放射線量測定機器２台とそのケース及び個人被ばく線量計８台、デジタル一眼

レフカメラ及びレーザーポインターを購入したものでございます。１９節負担金補助及び交

付金は、出水地域開発促進協議会負担金１６万６，８００円、北薩摩振興推進協議会負担金

２７万７千円、北薩広域行政事務組合負担金１８４万７千円など、説明書の説明欄のとおり

の内訳でございます。また、補助金については、提案公募型事業３４万７千円と新規事業で

ある移住定住促進補助金３５０万円、木造住宅建築補助金８５４万３千円であり、詳細は先

に御説明したとおりでございます。また、繰越額については、肥薩おれんじ鉄道施設緊急安

全対策事業補助金であり、国の緊急対策に係る補正予算に伴い計上し、繰り越したものでご

ざいます。２５節積立金は、ふるさと創生基金利子分６５万３，４６４円、人材育成基金利

子分１９万１，５１２円、地域振興基金利子分４万６，４０１円をそれぞれの基金に積み立

て、さらに、場外車券場設置市地元協力金３９７万９，３９４円、あくね応援寄附金２７万

円、かごしま応援寄附金２３万５，３５３円を地域振興基金に積み立てたものであります。 

次に、事項別明細書の２９ページ、説明書の３１ページをお開きください。２款５項１目

統計調査総務費でありますが、予算現額８１６万２千円、支出済額８０８万６，８０３円で、

執行率９９．１％であります。２節給料、３節職員手当等、４節共済費は、担当職員１名分

の人件費に係る経費であり、総務課の所管分であります。次に、同項２目指定統計調査費で

ありますが、予算現額１３７万２千円、支出済額１３３万４，４２９円で、執行率９７．

３％であります。１節報酬は、就業構造基本調査や工業統計調査に係る調査員及び指導員の

報酬であり、１１節需用費は、経済センサスに係る消耗品がその主なものであります。次に、

事項別明細書の３９ページ、説明書の４０ページをお開きください。第５款２項２目働く女

性の家管理費でありますが、予算現額７４６万９千円、支出済額６９８万６，５７３円で、

執行率９３．５％であります。働く女性の家においては、平成２４年度中に１５講座、延べ

９１回の講座を開催いたしました。受講者は５０歳代から６０歳代が中心でありますが、短

期講座においては、４０歳代以下の方々の受講も若干ではありますが増加傾向にあるようで

あり、今後も利用の動向等を把握しながら、積極的な活用が図られるよう努めてまいりたい

と考えております。また、働く女性の家の設備等が老朽化していることから、平成２４年度
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においては、調理実習室のガス調理機器の入れかえとトイレの改修工事を行っており、利用

者へのサービスの向上に努めているところであります。 

それでは、決算の説明をいたします。１節報酬は、働く女性の家指導員１名分の報酬１６

８万１，２００円と時間外勤務手当３万１，３２２円の合計額１７１万２，５２２円及び働

く女性の家運営委員会委員報酬３万６，８００円であります。４節共済費は、指導員の社会

保険料であり、８節報償費は、年度中開催した１５講座９１回分の講師謝金であります。１

３節委託料は、働く女性の家の夜間及び土曜日の管理業務に係る委託料であります。１５節

工事請負費は、先に御説明いたしましたトイレ改修に係る工事費であります。１８節備品購

入費は、調理実習室のガス調理機器、ガス警報器及び吸水マットの購入費であります。 

次に、事項別明細書４９ページ、説明書４８ページをお開きください。第７款１項２目商

工振興費のほとんどは商工観光課所管のものですが、このうち１９節負担金補助及び交付金

の中の乗合タクシー運行事業については、企画調整課が所管しておりますので御説明いたし

ます。決算につきましては１３９万７，８２６円であり、このうち、乗合タクシー運行事業

にかかる補助金は、１３５万４００円であります。乗合タクシー運行事業の実施状況につい

ては、冒頭に御説明したとおりでございます。 

以上で主な歳出についての説明を終わり、次に、歳入について御説明いたします。事項別

明細書５ページ、説明書１１ページにお戻りください。第１２款１項８目労働使用料１節労

働使用料の収入済額８１万６，３４０円は、働く女性の家の施設使用料で、延べ利用者数は

９，９８３人であります。次に、事項別明細書１０ページ、説明書１４ページをお開きくだ

さい。第１４款２項1目総務費県補助金１節総務管理費補助金の収入済額１億１８０万１，

８６２円のうち、企画調整課所管分は説明書の備考欄に記載してありますが、電源立地地域

対策交付金８，５９３万８，４８０円、鹿児島県地域振興推進事業費補助金１，２１５万円、

広報安全等対策交付金３４０万４，０２９円が主なものであります。このうち、電源立地地

域対策交付金は、救助工作車及び救助資機材整備に係る基金積立に５，４４０万９，４８０

円、老人福祉センター空調設備改修工事に８００万円、鶴川内中学校グラウンド改修工事を

初めとする小・中学校施設等整備事業に２，３５２万９千円を充当しており、また、県地域

振興推進事業費補助金は、グラウンドゴルフ場改修事業及び番所丘公園トイレ整備事業に１，

２１５万円を充当しました。次に、事項別明細書１２ページ、説明書１７ページをお開きく

ださい。３項１目総務費委託金５節統計調査費委託金の収入済額１３３万４，２９９円は、

就業構造基本調査費５３万２，４４８円、経済センサス費３１万８千円、住宅・土地統計調

査費２８万２，４５１円などであります。 

次に、事項別明細書１３ページ、説明書１８ページをお開きください。第１５款１項２目

利子及び配当金１節利子及び配当金の収入済額１，３４９万９，５７０円のうち、企画調整

課所管分は説明書備考欄に記載のふるさと創生基金６５万３，４６４円、人材育成基金１９

万１，５１２円、地域振興基金４万６，４０１円であります。 

次に、事項別明細書１４ページ、説明書１９ページをお開きください。第１６款１項１目

一般寄附金１節一般寄附金は、ふるさと納税のあくね応援寄附金として４名の方から合計２

７万円の寄附をいただいたものでございます。 

次に、事項別明細書１５ページ、説明書１９ページをお開きください。第１７款１項１０

目地域振興基金繰入金は、サテライト阿久根協力金積立分を折多小学校空調設備整備と建具

改修工事に５６５万円、あくね応援寄附金及びかごしま応援寄附金積立分を市制施行６０周

年記念式典の経費に３０万円、ＮＨＫのど自慢に３０万円、標高表示板作成に５０万円取り

崩すとともに、平成２２年度に交付された住民生活に光を注ぐ交付金の積立分７３７万４，
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１８８円については、昨年度に引き続き消費生活相談体制推進強化事業、児童虐待・不登

校・ひきこもり等の相談支援事業及び要援護訪問相談事業に充当するため取り崩しを行なっ

たものであります。 

次に、事項別明細書１６ページ、説明書は２２ページをお開きください。第１９款諸収入

５項４目雑入２０節雑入のうち、説明書の２２ページの上から１０行目、場外車券売場設置

市地元協力金３９７万９，３９４円が当課所管分であり、サテライト阿久根の場外車券の売

り上げの０．３５％を地元協力金として納めていただいたものであります。次に、事項別明

細書１７ページ、説明書は２２ページになります。第２０款１項１目総務債２節企画債は、

定住促進対策として実施した移住定住促進補助事業と木造住宅建築補助事業に財源充当した

ものであり、過疎債のソフト事業分を活用したものでございます。 

以上で、企画調整課所管の事項についての説明を終わりますが、よろしくお願いいたしま

す。 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

課長の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

中面幸人委員 

説明書の２７ページのですね、２款１項８目１９節になりますが、移住定住促進木造建築、

このほうになりますけども、この新規事業として取り組んだわけでございますが、この中で

ですね、いま移住定住促進補助事業の３５０万と定住促進木造住宅建築補助事業の８５４万

３千円については説明がありましたけれども、あとですね、定住とか移住関係なしの市内業

者による新築、増改築の経費支援として、例えば、新築は３０万とか増改築は対象経費の１

００分の１５限度額１５万というのもあったはずなんですが、この事業についてはどうなっ

てるんですかね。 

花木企画調整課長 

御説明申し上げました数値がその事業の実績でございます。 

中面幸人委員 

この二つの事業、例えば、当初１，５５０万計上してありましたよね。この二つの事業の

分だけですかね。 

花木企画調整課長 

この事業について先ほど御説明いたしましたけども、木造住宅の建築補助金、これが８５

４万３千円。それから、移住定住のいわゆる市外から転入して来られた方が市内に住宅をつ

くっていただいた場合に補助する分、これが３５０万円ということで、この二つの事業にな

ります。 

中面幸人委員 

この二つの事業についてはですよ、事業名のごとく移住して来られる方、そしてまた、市

外の方が阿久根市に移住してくる、定住するというための補助事業ということですよね。例

えばですね、もう１回、前、ちょっとあれを覚えてませんけど、一般質問で、例えば、経済

対策としてですよ、経済対策として、いわば地元の建築業者ですね、建設業者を使って木造

住宅をですね、つくる場合、例えば、移住定住とは関係なしにですよ、この事業は全くよそ

から阿久根に定住される方だけしか補助しない事業ということなんですかね。 

花木企画調整課長 

この中の移住定住促進につきましては、市外からの転入がありますけれども、もう一つの

木造住宅建築補助金につきましては、市内の方が、例えば、市内の業者にお願いして一定の

金額以上の増改築または新築を行った場合に補助する事業でありまして、経済効果につきま



- 40 - 

しては先ほど説明いたしましたとおり、総事業費でいきますと３億４，５２９万４，２３７

円の工事実績がこの木造住宅建築補助金では出ておりまして、また、移住定住の市外から転

入された方々への補助金につきまして、総工事費として市内業者へ発注された事業費として

は、１億１，５８７万３，８７６円という事業費が示されているところでございます。 

中面幸人委員 

どうもなんか私ちょっと理解できないんだけど、よそから入ってくる方は関係なしに、関

係なしにですよ、地元で現在住んでいらっしゃる方が新しくつくったり、新築したり、増改

築する、の補助事業というのが、この定住促進のこの事業ということになるわけですかね。 

花木企画調整課長 

改めて御説明申し上げますと、移住定住の事業につきましてはひとくくりに移住定住と言

いましても、その中に二つあります。一つは市外から入って来られて新しく住宅を取得また

はつくられた場合、それからもう一つが市内の方々が自分の家を増改築したり、新築したり

する場合に市内の事業者を活用してされたときに補助する制度、二つの制度がございます。

ですから、移住定住と申しましても市外の方々への補助制度もありますし、市内のそういう

方々が市内の業者を利用してする場合の補助制度もございます。二つ事業がこの中に入って

るということでございます。 

中面幸人委員 

今わかりました。ほんなか、移住定住促進補助事業の中に二つあるということですね、で

すよね。 

花木企画調整課長 

そうです。 

中面幸人委員 

ですよね。そうすれば、例えば、この中で、じゃあ二つの中で一つ、例えば、市外から来

られて阿久根に家をつくった方と、市内におってこの事業を利用された方というのはわかり

ますか。 

花木企画調整課長 

先ほど御説明いたしましたけども、まず市外から来られてそういう移住して来られて補助

した分につきましては、補助金としては３５０万円。それから、経済効果といいますか、そ

の方々が家をつくるために市内の事業者に発注された事業費ですけども、１億１，５８７万

３，８７６円。これが市外から来られた方々が補助を受けて事業発注された分でございます。

それから、市内の方々が市内の業者に増改築または新築をお願いして事業を行ったぶんとし

て、補助金を出したのが８５４万３千円。市内の業者への発注事業費、いわゆる家のそうい

う増改築、新築の事業費としては、３億４，５２９万４，２３７円がその事業費になってい

るところでございます。 

中面幸人委員 

なかなか、こうわからんな。 

花木企画調整課長 

ちょっと、補足しますと、若干これについては、二つの補助を同時に受けていらっしゃる

方もいらっしゃいますので、純粋にそこを分けると中身をもうちょっと分析してわけないと

いけないということもありますが、単純に市外からと市内の分と数値で言いますとそういう

形になっております。 

中面幸人委員 

なんとなくわかったような気がします。なんかおかしいよな。例えば、二つというのは、
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でも定住促進対策と移住定住促進、この二つの事業ということですよね。 

花木企画調整課長 

定住促進対策事業ということで、その中に移住定住促進補助金と木造住宅建築補助金と二

つ補助金があるということになります。 

［「はい、はい、はい、はい」と呼ぶ者あり］ 

中面幸人委員 

なるほど、そういう意味ですね。例えばですね、私もちょっと一般質問で、例えば、私が

一般質問したときにですね、例えば、鹿児島県内でも奄美とか、先に始められて、そして出

水なんかがこの辺あたりでは先に始めたわけなんですけども、私も一般質問等でちょっと話

をしましたけども、出水なんかは経済効果として５千万くらいの補助事業を組んで、１０億

くらいの経済効果があったということを話をしたことがあったんですけども、そのときに市

長は出水は人口が多いからとかいう説明もされましたけども、そういう中で、例えば、私も

いろんな建設業者に聞けばですね、なかなか手続等が複雑だとかですね、いろんな出すもの

が多いとかいうことで、例えば、もう３０万ぐらいとか１５万ぐらいの、例えば、補助を受

けるんであれば、その分を値引きしてそういうのが簡単だとかいう話も聞いたりした中でで

すね、１回私も少しそういう手続等をですね、簡素化したらどうかという話もしたと思うん

ですけども、そういうこの事業のですね、例えば、応募する事項等についての中身について

は、最初当初のままで、そういう中身については全然変更してないんですか。それ以降は、

当初から。 

花木企画調整課長 

業者の方々も当初いろいろ説明もしたんですが、手続等いろいろ書類を出す、出す書類も

結構多いということでだったんですけども、それぞれ御理解いただいておりまして、今のと

ころ事業については、順調にというか変更なしでそのまま進んでいるところでございます。 

中面幸人委員 

例えばですね、今課長の話では、業者のほうからはそんなにクレームがないようなことを

言われていまして、そのとおりかもしれませんけども、やっぱい経済効果を上げるためには

ですね、やはりある程度、やっぱり手続も簡素化してですね、取り組みやすいような状況に

したほうがですね、やっぱ経済効果も上がると思いますので、あと、例えば、３００万以上

とかいう工事請負に対してのとかありますよね、そういうしばりも。それも変わってないで

すか。 

花木企画調整課長 

変わっておりません。 

中面幸人委員 

例えば、増改築なんかになればですよ、３００万て結構大きい持ち出しになると思うんで

すけども、そういうところの金額を、例えば、下げるとかですね、そういうことは建築業者

のほうからないですか。 

花木企画調整課長 

直接的には今のところ聞いてないところでございます。 

中面幸人委員 

ある個人の人からはですね、３００万というのは大きいですよね。例えば、トイレとか、

バリアフリーとかですね、そういうのを仮にするとした場合、１００万程度とか２００万以

内とかいうのもあると思うんですけど、そういうのには３００万以下だったら、対象になら

ないというわけですよね。 
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花木企画調整課長 

３００万というのは、新築の場合でございまして、増改築は市内事業者からのいろんな資

材の購入費が５０万以上というのが要件になっておりますので。 

中面幸人委員 

結局、資材を５０万ですよね、だから、工事請負費が仮に５０万というのなら、こうなん

だけども、資材費だけで５０万というのは結構全体の工事からすれば上がってくると思うん

ですよね。だから、その辺あたりでもう少し資材５０万て、増改築の場合ですよ、そういう

資材費の５０万というのをもう少し３０万とかですね、下げられたらもっと利用度が上がっ

てくると思うんですけど、その辺はあたりはどうですかね。 

花木企画調整課長 

確かにそこらの基準を下げるということについてはですね、当初もいろいろ議論あったよ

うでございますが、公金を使うという考え方からしますと、一定の投資をしていただくとい

う考え方でやっぱり補助をするということで、あまり小さいものにたくさん補助をするとい

う形よりも一定の金額以上の投資をしていただく方に対して助成をするという考え方で進ん

できたということでございます。 

中面幸人委員 

例えば、高齢化が進んでですよ、例えば、風呂場とか、トイレとか、そしていわばバリア

フリー的なとかなった場合ですよ、結構金額的にはですね、そんなに上がらない場合もある

と思うんですよね。そういうところもちったある程度のなんですか、調整できるようなです

よ、範囲をある程度もってですね、そういうのを今度はやっぱ検討すべきじゃないかと思い

ます。これは要望でお願いしときます。 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

出口徹裕委員 

今のやつに関連してなんですけども、戸数としては４０件とそれから９件という話が出て

ますけども、実際ですね、新築であれば届け等もありますし、増改築、例えば、大きくなっ

たものであれば件数的にもある程度は把握、この事業には出されなかったけれども、届けが

なくてですね、でも税務課のほうにはある程度上がってきたりとかすると思いますが、増改

築したうえとか新築というのでですね、何件ぐらいあったうちのだいたいこの件数なのかと

いうのは事業の効果的なものとしてと、それから先ほど中面委員からありましたけれども、

手続が、例えば面倒であったから、もう例えば、千件あったうちの４０件なのかというとこ

ろまでは、どれくらいなのか調べてはいないのですか。 

花木企画調整課長 

全体的な件数につきましては、把握をしておりません。 

出口徹裕委員 

先ほど手続等、困難であるのでて言ったとおりですね、個人でされている、例えば、一人

が二人でされているところはですね、文句は言わないと思うんですね。手続についてはです

ね、役所に行って、いわばパソコンもさわったこともないのに、書類も書いたこともないの

に１０万ぐらいだったら何回も行くぐらいだったら、やらないほうがいいという話も確かに

聞きます。ですから、ある程度やはりこういう事業をするうえでは、こんだけありましたの

で、よかったというわけではなくて、実際何件あったうちの、新築であれば例えば２０件あ

ったり、３０件あったりしたうちのこれだけが利用されましたよとかですね、そういう面に

ついてはですね、きちんとある程度把握はしておいた上でこの事業が浸透していってるのか
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は確認していくべきだと思いますので、そこらについてはですね、ある程度しっかりとやっ

ていってもらいたいと思います。以上です。 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

ここで暫時休憩いたします。 

 

（休憩 １５：２８ ～ １５：３８） 

 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

ほかに質疑はありませんか。 

竹原恵美委員 

商工振興費、乗合タクシーなんですけども、以前から進んでいるところは利用者が１.８

倍になった。新しいところについては、まだ利用数が多いとは言えない状態と確認をしまし

たが、今までも始まってたところの利用数が少ないと言われてきたのが、今１.８倍上がっ

たんですけど、そこの活動、何か新しい活動を行ったためですか。 

花木企画調整課長 

まずですね、従来から運行していますところで、特に大川地区、これにつきましては運行

回数を、曜日と回数をですね、今までよりもふやしているところでございます。こういうこ

とから利用者数が大川地区においては、２３年度に運行回数３８４回であったのが５９４回。

利用者数で５３１名であったのが、９６６名ということで大川地区においては大幅に増加を

しているところでございます。 

竹原恵美委員 

では、新しいところに対して、まだ周知もよくできているのかどうかが不明なところです

けども、どんなやりかけをして利用度を高めていこうという状態にありますか。 

花木企画調整課長 

運行にあたっては、その実績と状況とをですね、見させていただきながら、また、どうい

う課題があるのかということもいろいろ話を聞かせていただきたいと思います。そういうこ

とで、予約によるタクシーですので、それと運行する曜日、時間等も決まっておりますので、

そこらを大川地区のようにうまくニーズにあったものにしていけば利用も進んでくるのでは

ないかというふうに考えておりますので、そういうニーズの把握をしながら、また利用の増

加につなげていきたいと思っております。 

［竹原恵美委員「改善しながらお願いします」と呼ぶ］ 

山田勝委員 

企画課長にね、拍手を送りたいと思うんですけどね、私は本来やっぱりね、あなたが今度

新しく始めるであろう乗合タクシーのことについてもひっくるめてね、ある程度規制があっ

たり、ある程度ルールがあったりしないとね、乗りたい放題でものすごくよくないと思いま

すよね。しかし、阿久根市内全体を全部まんべんなく利用できるというときにはね、やっぱ

り、１千万ぐらいのね、金は必要だと思いますよ。そのぐらい出してもいいと。何でかて言

ったら、巡回バスを１台出したらね、１千万かかるでしょ。そういうことからすればね、や

っぱり、１千万ぐらいは金を出してもいいようなそういうやっぱりね、乗合タクシーのルー

ルをつくって欲しいな。無法じゃよくないですよ、やっぱりね。無法じゃよくないです。そ

ういう意味ではね、やっぱりそんな考え方で進めて欲しいなと思います。よろしくお願いし

ます。 
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中面幸人委員 

関連でございますけれども、大川なんかは先に始まって運行回数もふえているということ

でございますけれども、多田・桑原城地区もですね、その後始まってるんですけど、例えば、

病院等に行かれる方が案外多いんですよね。おかげさまで利用される方も多くなったという

ことでしょうけど、タクシーからですね、９人、１０人乗りのマイクロバスが朝も見るよう

ですので、ただですね、多田地区、桑原城の、言えばですね、朝８時と言わば地域がやって

いるのが、朝８時とそれから１時ですね、１時半かな、ところが市内から、市街から、いや、

町から帰って行くのが午前中が１１時と４時１０分ということなんですけど、やっぱり現実

的にですね、病院に行かれる方はですよ、８時に乗って行かれてもですね、どうしても待ち

時間が多くて、どうしても１１時には間に合わなくて、ある程度もう乗合タクシーもですね、

行きだけしか使ってない。後はまた自分でタクシー代を払って帰ってくるというのが多いん

ですよ。だから、私は希望としましてですね、やっぱりせめて帰りもですよ、市街から田舎

に帰るのもですね、１時ぐらいまでのがおればなという意見も多く出ておりますので、その

辺あたりもかんげていただきたいと。やんや言わないと大川みたいに運行回数はふえないの

かなと思ったりしますけど、その辺あたりよく検討してください。 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

要望でよろしいですか。 

［中面幸人委員「大きな要望です」と呼ぶ］ 

ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、認定第１号中、企画調整課所管の事項について、審査を一時中止いたします。 

（企画調整課退室、生きがい対策課入室） 

次に、認定第１号中、生きがい対策課所管の事項について審査に入ります。課長の説明を

求めますが、説明は所管の決算内容、新規事業や改良を加えた点、事業の執行による行政効

果等について、簡潔明瞭にお願いいたします。 

堂之下生きがい対策課長 

認定第１号、平成２４年度阿久根市一般会計決算のうち、生きがい対策課所管の主な内容

について、歳出予算から御説明申し上げます。 

決算に関する説明書は３２ページ、事項別明細書は３０ページをお開きください。３款民

生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費４億４，４９７万４，３３９円の支出済額ですが、

２８節繰出金は健康増進課所管分でありますので、生きがい対策課分としては、職員１１名

分の人件費及び福祉関係の各種団体への負担金及び補助金が主なものであります。職員１１

名分と申し上げましたけど、このうち１名は７月から産前休暇で、１名は９月から育児休業

明けで復帰いたしましたので、実質は１０名分でございます。次に、２目心身障害者福祉費

７億１，７２４万６，６９６円の支出済額ですが、障害者福祉サービスに係る委託料及び扶

助費が主なものであります。決算に関する説明書のほうをごらんください。委託料のうち、

子ども発達支援センター運営業務２，４４３万３，３６３円は、子ども発達支援センターこ

じかの運営委託料であり、社会福祉法人青陵会に委託したものであります。相談支援事業２

８６万４千円は、長島町と共同で社会福祉法人黒潮会に委託しているものであります。地域

活動支援センター事業８５１万２千円も同じく長島町と共同で、社会福祉法人黒潮会のあい

わの里支援センターと社会福祉法人参同会北星園に委託しているもので、障がい者の地域生

活支援及び社会との交流の促進を図るものであります。次に、負担金及び補助金は、各障が

い者団体への運営補助が主なものであります。 
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次に、扶助費６億６，３５９万３，７４７円の支出済額であります。３３ページをごらん

ください。金額の大きいもの及び前年度と比べて増減の大きいものについて御説明申し上げ

ます。重度心身障害者医療費の助成６，３６９万９６２円ですが、延べ１万４，２４８件分

であります。生活介護費１億９，６５７万８，４３１円は、対前年度比約７，３８５万円の

増加でありますが、常に介護が必要な障がい者に、日中、障害者支援施設で、入浴・食事・

排せつなどの介護を行うもので、２９施設で延べ８４３人分を給付いたしました。障がい児

通所支援費２千万３，６０４円でありますが、平成２４年度から児童の通所系サービスが、

児童福祉法に基づく児童発達支援に改正されたことから、事業名としては新しいものになっ

ております。これまでの児童デイサービス事業及び日中一時支援事業として、障がい児の放

課後児童クラブ事業として支出していたものであります。施設入所支援費９，３６３万１，

９０８円は、前年度比約４，２４２万円の減額であります。２８施設、延べ７２４人分の介

護給付費として支払いました。自立訓練事業費５，６８９万６，０４２円は、前年度比約７

３８万円の増額であり、身体機能・生活能力の向上のための訓練費で、１２施設、延べ４９

５人分を給付しております。就労移行支援費２，１８６万７，０１０円は、一般事業所での

就労を目的に、就労に必要な知識及び能力向上のための訓練を行うもので、６施設、延べ１

４３人分を給付しましたが、一般就労への移行は難しいものがあり、対前年度比約７３１万

円の減となっております。その分、次の就労継続支援費の利用が伸びており、対前年度比約

１，８７２万円増の９，２９３万７，８０７円となっております。この事業は、通常の事業

所で働くことが困難な方に生産活動等の機会を提供し、知識や能力向上のための訓練を行う

もので、１９施設で延べ８５５人分を給付しました。療養介護費１，７８３万４４０円は、

前年度比約１，１４２万円の増となっております。この事業は、人工呼吸器を装着しており、

長期の入院を余儀なくされている方や重症の筋ジストロフィー症の方、２０歳以前に発症し

常に介護が必要な身体の不自由な方を対象に十分な医療を提供するだけでなく、福祉サービ

スを提供し、より豊かで広がりのある療養生活を送っていただくための事業であり、延べ６

８人の利用であります。下から２つ目の相談支援給付費とありますが、３３万４，３５０円

の支出であります。平成２４年度からの新規事業であり、介護保険のケアプランのように障

がい福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作成することになったものであ

り、平成２７年度の本格施行に向けて、現在、相談支援事業所の整備が進められているとこ

ろであります。次の小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業については、これまでも要綱

はありましたが、今回初めて利用があったもので、対象児童は１名ですが、パルスオキシメ

ーターやたん吸引器等を給付したものであります。次に、２３節償還金利子及び割引料１，

３９６万２，７８２円は、平成２３年度分障害者自立給付費負担金及び障害者医療費負担金

の国・県への精算返納金であります。 

次に、３目老人福祉費６億２，５２９万６，６２５円の支出済額でありますが、このうち、

生きがい対策課分としては、高齢者福祉サービスに係る委託料及び扶助費が主なものであり

ます。決算に関する説明書をごらんください。報酬については、嘱託職員に対する報酬であ

り、主にいきいきサロン活動の支援を行う地域福祉活動支援専門指導員１名と老人福祉セン

ターに勤務する老人専門指導員１名。そして、平成２４年度は住民に光をそそぐ交付金事業

を活用しまして、要援護訪問相談嘱託員２名を雇用し、要援護者の訪問調査、救急キットの

配布、紙おむつの配布をしながら、利用者のニーズ把握に努め、これにより平成２５年度か

らの紙おむつ支給事業の見直しを行ったものであります。報償費のうち、在宅福祉アドバイ

ザー事業謝金については、地域において民生委員と協力してひとり暮らしの高齢者の見守り

活動やいきいきサロンに協力いただいているアドバイザー１３７名に、１人当たり年間５千
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円の活動謝金を支払ったものであります。グラウンドゴルフ協会協力謝金３万円と各種大会

賞品２４万７，９８０円は、市制６０周年記念ということで、市さわやかクラブとの共催で

グラウンドゴルフ大会を開催しましたので、そのときの経費であります。委託料のうち、主

なものについて御説明いたします。説明書３４ページをごらんください。緊急通報センター

運営事業１１７万８，３６０円は、ひとり暮らしや虚弱な高齢者などを対象に緊急通報装置

を設置し、日常生活の不安を解消し、救急時に対応するものであり、昨年度から委託先を変

更いたしました。平成２４年度末の設置台数は、固定電話型４６台、携帯電話型３台であり

ます。「食」の自立支援事業は、１，６４３万５，３３６円で、対前年比６７万４，３３６

円の増額であります。年間３６４日、５万５，３４２食の利用がありました。次に、補助金

でありますが、老人クラブ育成補助金１１６万６，４００円は、単位老人クラブ２７クラブ

にそれぞれ４万３，２００円を補助したものであります。長寿祝い金につきましては、８０

歳、８８歳、１００歳、１０１歳以上の高齢者、合計５３１人に支給いたしました。後期高

齢者人間ドック助成事業は、平成２４年度からの新規事業でありますが、阿久根市民病院、

厚生連健康センター合わせて２６人の利用があり、７９万５，３００円の支出済額でありま

す。次に扶助費の老人保護措置費１億４，３７２万７３９円は、４カ所の養護老人ホームに

措置した延べ７５６人分の入所措置費であります。 

５目老人福祉センター管理費、支出済額１，２６９万６，８２４円は、老人福祉センター

の維持管理の経費であります。特に平成２４年度は、２階の壁等改修工事を４６万２千円で、

空調設備改修工事を９２４万円で実施いたしております。空調設備は、老朽化が激しかった

ことから、これまでの集中管理方式から各部屋ごとに管理するため、平成２３年度に設計委

託を行い、平成２４年度に改修工事を行ったものであります。９２４万円の工事費でありま

すが、このうち８００万円について電源立地地域対策交付金を充てております。６目地域福

祉対策費は、科目設定のみで支出はありませんでした。 

次に、決算に関する説明書は３５ページをごらんください。２項児童福祉費１目児童福祉

総務費２億２，５１０万８，２８６円であります。児童対策係職員３名分の給料であります

が、うち１名は育児休業明けで２月から当課に配置されたものであります。職員と家庭相談

員２名の人件費、それに８節報償費及び２０節扶助費の支払いが主なものであります。平成

２３年度に引き続き住民に光をそそぐ交付金を活用しまして、児童虐待や不登校などに対す

る相談支援事業強化を目的に、家庭相談員２名体制とし、専門家による相談も毎月１回実施

いたしました。委託料の相談支援事業６０万９，２４０円が、専門相談に係る委託料であり

ます。前後いたしますが、報償費のうち、出生祝い商品券７０７万円については、第１子に

３万円、第２子に５万円、第３子以降に１０万円の商品券を支給するもので、合計１３２人

に支給いたしました。また、昨年１１月２３日に親子ふれあいフェスタを市制６０周年記念

事業として開催いたしました。フェスタの協力謝金として８万９，５００円、委託料として

３４万２，４００円を支出しております。１９節負担金のうち、システム開発負担金１２８

万３千円は、平成２４年度子ども手当が児童手当に改正されたことに伴うシステム改修負担

金であり、全額国庫補助であります。次に、扶助費の主なものについて説明いたします。児

童扶養手当は、ひとり親家庭の母または父に支給するものでありますが、延べ３，４５２人

に１億３，５１９万５，６７４円を支給しました。前年度に比べて約４００万円の減となっ

ております。ひとり親家庭医療費助成事業については、延べ５，７４４人に１，３４８万２

５８円を助成しております。子ども医療費助成事業は、平成２４年度から対象年齢を中学３

年生まで引上げて実施いたしました。延べ１万２８９人に３，８４７万６，０９５円を助成

いたしました。このうち、乳幼児医療対象分については県補助金がありますが、そのほか県
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市町村振興協会市町村交付金４２２万４，０６９円を財源充当しております。 

次に、２目児童措置費、扶助費の３億２，５０５万円は、６月支給分の子ども手当及び平

成２４年４月分以降は、児童手当として支給したものであります。対前年度比４，４１０万

９千円の減額となり、支給した延べ児童数は、２万８，５６６人であります。 

次に、３目保育所費、支出済額８，０８６万７，２０１円でありますが、前年度に比べて

１，４９０万９，０３５円の減額になっております。これは、みなみ保育園の保育士２名と

子育て支援センター係の職員１名、そして、嘱託の保育士１２名、看護師１名、給食嘱託員

３名の人件費及び施設管理費が主なものであります。職員は昨年に比べて２名減でございま

す。報酬が前年度に比べて約２８６万ふえておりますが、正規職員が少なくなったことから、

嘱託保育士の勤務時間を変更し、報酬額も改定を行ったことによるものであります。決算に

関する説明書３６ページをお開きください。工事請負費４６８万９千円は、保育園の外部丸

柱の腐食が進んでいたことから、丸柱の補強、外部シール改修、保育室の床板補修などをあ

わせて改修工事を行ったものであります。備品購入費、冷暖房用機器４４１万円は、保育室

のエアコン７台を取りかえたものであります。 

次に、４目児童館費４，３４３万４，７０１円の支出済額ですが、支出の主なものは、１

３節委託料、放課後児童健全育成事業であり、放課後児童クラブの運営委託費であります。

平成２３年度までは市内７カ所で実施しておりましたが、阿久根小学校の利用児童が年々増

加傾向にあり、平成２４年度から第２阿久根学童クラブを水産振興センターの２階で実施い

たしております。それに伴いまして、１７節公有財産購入費で、第２阿久根学童クラブを初

め、これまで空調設備のなかった鶴川内児童クラブに空調機の設置を行い、さらに阿久根学

童クラブを実施している中央児童館の空調機器が老朽化により修理不能であったことから取

りかえを行ったものであります。 

次に、５目保育施設運営費４億９，０３３万１，６５６円の支出済額ですが、まず、委託

料の地域子育て支援センター事業７４９万１千円については、みどりが丘保育園に委託して

実施しているもので、保育園に入る前の親子を対象にした子育てサークルの育成・支援や育

児不安についての相談等を実施しているものです。次に、補助金の保育対策等促進事業３，

８１４万９，１４０円は、各保育園で延長保育事業などを実施し、その実績に応じて補助す

るもので、保護者の就労支援と保育サービスの充実に努めているところであります。次に、

扶助費でありますが、保育所運営費については、市内の私立保育園６カ所と市外の私立保育

園６カ所、市外の公立保育所２カ所で延べ５，６８１人の児童の入所があり、４億４，３５

１万９，５７０円の支出済額であります。 

次に、３項生活保護費１目生活保護総務費４，１７９万３，０９９円の支出済額ですが、

保護係職員４名分の人件費と生活保護費支給に係る事務費及び前年度の国庫負担金及び補助

金の精算確定による返納金が主なものであります。次に２目扶助費、支出済額３億６，９５

６万１，９３６円は、保護費として支給したものであり、前年度と比べまして、１，２９２

万６，４３６円の減となりました。これは、多額の医療費がかかっていた方が亡くなったこ

とにより、医療扶助の支出が少なかったことによるものであります。２４年度中の保護世帯

数は、延べ１，９０７世帯、保護人員は延べ２，６００人であり、前年度に比べて延べ１９

世帯、１１７人の増加であります。新規申請は２９件、うち保護開始が２３件で、保護開始

の理由は、世帯主の傷病、預貯金の減少、失業による生活の困窮となっております。廃止は

２０件であります。 

次に、決算に関する説明書は３７ページをごらんください。４項災害救助費１目災害救助

費、扶助費については、平成２４年度中に３件の住宅全焼があり、火災見舞金として１件当
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たり５万円、３件合計１５万円、うち１件は世帯主死亡のため死亡見舞金３０万円を支給し

たものであります。 

次に、決算に関する説明書は４０ページ、事項別明細書は３９ページをごらんください。

５款労働費２項労働諸費１目労働諸費１９節負担金補助及び交付金でありますが、全国シル

バー人材センター協会負担金５万円と高年齢者労働能力活用事業補助金として、阿久根市シ

ルバー人材センターへ１，１９０万円補助したものであります。２４年度末の会員数は、１

７６人で、就業率は９７．２％、受託件数は２，４４６件、契約金額８，１６０万７，９８

６円と、会員数、就業率は若干減少しましたが、受託件数及び契約金額については増加して

おります。 

以上で歳出を終わり、歳入について御説明申し上げます。決算に関する説明書は９ページ、

事項別明細書は４ページをごらんください。１１款分担金及び負担金２項負担金１目民生費

負担金１節社会福祉費負担金、収入済額２，３１８万８，１２５円ですが、老人保護措置費

として養護老人ホーム入所者の本人及び扶養義務者の負担金が主なものであります。次に、

２節児童福祉費負担金の主なものは保育所運営費であり、いわゆる保育料であります。不能

欠損額が５２万６，７５０円、収入未済額が６９３万３，４８０円となっております。不能

欠損額、収入未済額については、保育料の滞納分であります。平成２４年度現年度分につい

ては、児童手当の支給時などに徴収に努めた結果、徴収率は９７．４２％となりましたが、

過年度分については、２７．５２％にとどまっております。そこで、転出、その他の理由に

より徴収困難と思われるものについて、平成９年度から平成１９年度分、対象保護者は５名、

延べ件数３７件分について不能欠損処分いたしました。徴収対策として、平成２４年度は、

毎月の口座振替の際に残高不足などで振りかえできなかった場合は、その都度通知し、納付

書での納入を促し、２カ月納入がない場合は督促の通知、３カ月納入がない場合は、催告書

を出して窓口での納入相談を促し、分納誓約書を書いていただくなど徴収に努めてまいりま

した。また、児童手当を窓口での現金払いとし、納入相談等を行う一方、年末、年度末、出

納整理期間においては、夜間の訪問徴収を生きがい対策課全体で取り組んでおります。収入

未済額については、９月１８日までに５９万８，２４０円が納入済であり、１２名が２４年

度以前の分について完納され、残り３６世帯６３３万５，２４０円の残額となっています。

引き続き徴収に努めてまいります。 

次に、説明書は１２ページ、事項別明細書は７ページになります。１３款１項２目民生費

国庫負担金のうち、１節社会福祉費負担金は、主に障害者自立支援法の事業に係るもので、

基準額の２分の１を国が負担するものであります。２節児童福祉費負担金の保育所運営費及

び児童入所施設措置費については、国の負担割合は２分の１、児童扶養手当については３分

の１となっております。４節生活保護費負担金は４分の３が国の負担であります。６節子ど

ものための手当負担金については、平成２４年度から児童手当に改正になっており、約３分

の２が国庫負担であります。次に、説明書は１３ページをお願いします。２項２目１節社会

福祉費補助金の地域生活支援事業費８６６万３千円は、障害者自立支援法の中で、市町村の

自主事業としている日常生活用具給付や日中一時支援事業など地域支援生活事業に対して、

統合補助金として基準額の２分の１を国が補助しているものであります。障害者虐待防止対

策支援事業費は、昨年１０月、障害者虐待防止法が施行されたことに伴い、生きがい対策課

内に阿久根市障がい者虐待防止センターを設置しましたが、その広報啓発経費について１０

０％補助されたものであります。小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業については、基

準額の２分の１を国が補助するものであります。２節児童福祉費補助金ですが、子育て支援

交付金については、次世代育成支援対策行動計画に基づき実施する一時預かりや地域子育て
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支援センター事業などに対する交付金であります。母子家庭等対策総合支援事業費は、母子

家庭高等技能訓練促進費に係るものであります。３節生活保護費補助金は、生活保護適正実

施推進事業費として定額補助されるものであります。次に、決算に関する説明書は１４ペー

ジ、事項別明細書は９ページをお開きください。３項委託金２目民生費委託金２節児童福祉

費委託金は、特別児童扶養手当の事務費であります。 

次に、１４款１項２目民生費県負担金１節社会福祉費負担金は、主に障害者自立支援法に

係る事業に充当するもので、県が４分の１を負担するものであります。２節児童福祉費負担

金、保育所運営費は私立保育園の保育所運営費に充てるもので、県の負担は４分の１であり

ます。児童入所施設措置費についても、負担割合は４分の１であります。４節生活保護費負

担金は、居所不明者に対する扶助費の４分の１を県が負担するものであります。７節子ども

のための手当負担金は、約６分の１を県が負担するものであります。次に、２項２目民生費

県補助金であります。事項別明細書は１０ページになります。１節社会福祉費補助金は、生

きがい対策課所管分としては、重度心身障害者医療費助成事業費の３，１８４万５千円、地

域生活支援事業費４３３万１千円が主なものでありますが、重度心身障害者医療費助成事業

について県の負担割合は２分の１、地域生活支援事業は、障がい者の日常生活用具給付事業

や地域活動支援センター事業、相談支援事業などに係るもので４分の１の補助であります。

暮らし安心・地域支え合い推進事業費１３８万４千円は、平成２４年度から新規事業として

取り組んでおりますが、全額県補助であります。２節児童福祉費補助金は、乳幼児医療費助

成事業費及びひとり親家庭医療費助成事業費の２分の１補助及び放課後児童クラブ運営事業

等に係る児童健全育成事業費の３分の２補助、延長保育等に係る保育対策等促進事業費の３

分の２補助などが主なものであります。地域子育て特別支援事業費１２８万３千円について

は、児童手当改正に伴うシステム改修費について、県の安心こども基金から全額補助された

ものであります。 

次に、決算に関する説明書は１８ページ、事項別明細書は１３ページになります。１５款

１項２目利子及び配当金のうち、地域福祉基金が生きがい対策課所管であります。基金利子

１５万１，８６９円につきましては、歳出、社会福祉総務費に充当しております。 

次に、決算に関する説明書は２０ページ、事項別明細書は１６ページになります。１９款

５項４目雑入のうち、２節団体支出金のうち国保連合会介護給付費交付金１，２６３万３，

３１０円は、心身障害者福祉費の子ども発達支援センター運営事業委託料に充当しておりま

す。子ども発達支援センターこじかに係る児童発達支援事業の請求事務については、国保連

合会を経由して行うことから、その給付費であります。次に、２０節雑入ですが、決算に関

する説明書は２１ページになります。延長保育事業利用料、一時保育事業利用料、地域子育

て支援事業給食費、保育所職員給食費負担金は、みなみ保育園分であります。３行とんで相

談支援事業他団体負担金１１８万３千円と、地域活動支援センター事業他団体負担金２８０

万８千円は、いずれも長島町と共同実施しているため、長島町分の負担金であります。中ほ

どにあります保育所実習生謝礼金２万円は、みなみ保育園で実習生を受けいれたことによる

ものであります。８行あけまして生活保護法返還金及び徴収金２３５万９，４７１円は、生

活保護受給者の収入未申告等による返還金等であります。なお、雑入の収入未済額のうち、

５７万８，２５０円については、生活保護法返還金のうち平成２４年度中に返還が終了しな

かったものであり、滞納繰越処分をして、現在も毎月返還してもらっているところでありま

す。対象者は２名であり、９月末現在の残高は５１万８，２５０円であります。決算に関す

る説明書は２２ページになります。重心医療費助成金返納金４８万８，５５３円は、高額介

護医療費の対象となった分について、重心医療費助成金で支出していたため、県後期高齢者
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医療広域連合からの返納金があったものであります。３行とびまして後期高齢者医療広域連

合長寿・健康推進事業調整交付金１３２万４，６２６円は、後期高齢者人間ドック助成事業

及び老人はり・きゅう施術料助成事業に係る交付金であります。備考欄の下から４行目、子

ども手当国交付金過年度分確定に伴う追加交付９５８万３，２０７円、保育所運営費国庫負

担金確定による追加交付４３７万１，５７５円、保育所運営費県負担金確定による追加交付

２１８万５，７８８円は、いずれも過年度分の精算確定により受けいれたものであります。 

次に、２０款１項市債２目民生債２節老人福祉債１，５９０万円は、老人福祉費、「食」

の自立支援事業に活用いたしました。 

以上で説明を終わります。質疑への回答で細かい数字など不足の点は、担当係長が答える

場合がありますので、あらかじめ御了承ください。御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

課長の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

山田勝委員 

ほんとによく説明をいただいて、よくわかりましたけれども、それと、福祉の関係の予算

がね、今はすごく多くてね、比率がわざいか多いよね。びっくりしますよ、これね。だから、

１０年前と比較したときにね、倍ぐらいの伸び率ですもんね。そこで私つくづく思うんです

が、本会議でもお尋ねしましたね、福祉とか医療とか介護とかという施設に阿久根市が、も

ちろん阿久根市だけじゃなく、出す金がたくさん多いと。そしてまた、職員も働いていてた

くさんいると、従業員もですね。そういう中で、例えば、市からそれなりの一定のルールに

基づいてお金を出すんだけども、職員の給料とかですね、それぞれの給料について、ここに

はこれだけ一定のルールを、給料の支払金額について、課長は本会議のときにちょっと記憶

はしてるんですけどね、何に幾ら、何に幾らという話をされましたけどね、これは社会福祉

法人のすべての働いている人の給与に左右されるんですか、影響があるんですか。もう一遍

教えてください。後は園長は幾ら、何が幾ら、かれが幾らっつう話をしたじゃないですか。 

堂之下生きがい対策課長 

申し上げた金額につきましては、こういった保育所であれば保育所運営費であったり、施

設であれば施設に対する措置費に対する基準となる考え方を国が示したものでありますので、

それがそのまま職員の給与になっているかというとそうではないというふうに考えておりま

す。そこはまたそこの法人の考えでございますので、そこまで私たちも把握はいたしており

ません。 

山田勝委員 

もう一遍ね、あの金額を教えて。 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

山田委員、これ措置費全体の。 

山田勝委員 

人件費の話を言ってるんですよ。措置費の一つの指針があると言ったから。 

［複数人呼ぶ者あり］ 

補正予算じゃんかてん、参考に聞ったらよ。 

［「補正予算やらお」と呼ぶ者あり］ 

参考に聞ったらよ。 

［「補正予算やって」と呼ぶ者あり］ 

ほいで参考に聞っとよ。 
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決算特別委員長（松元薫久委員） 

今あの決算だけの資料しかなくて、今手元にないそうなんですが。 

山田勝委員 

後で教えてくれればいいけど、何で私がそういうかといったら、それなりの形でね、措置

費を、金を出している。国も市も金を出してるんだけど、経営者との都合がね、都合ですよ、

経営者だけがいい車に乗ってぜいたく三昧な生活をしているような状況を見受けないことも

ないのでね。でも、現実にはやっぱりね、それなりの目的にしたがって働く人、保育士ある

いは助手をする人、いろんな人にね、それなりの給料をちゃんとして与えるのやらないとね、

福祉事業が福祉イコール社会福祉法人がですね、結果的に経営者がね、利益を被る。その他

の企業よりもいい生活を、いい給料をとるというようなことではよくないと思うから、批判

的な話をする人もいるけど、だいがかせすっとかわからんどん。だから私は言うんですよ。

みんな働いてるんですよ。働く人により多くの報酬をあげ、給料をあげないかんじゃないで

すか。一部の者だけがいい思いをしないで、だから、参考までにその話があったらもう一遍

教えてくれて言ったんですよ。もう一度教えてください。あとでいいですから。 

［堂之下生きがい対策課長「はい」と呼ぶ］ 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

野畑直委員 

説明書の３５ページ、３款２項１目児童福祉総務費の中のですね、子ども医療費助成につ

いて、平成２４年から中学３年生までになったわけですけれども、この助成を受けた昨年か

らの伸び率というか、金額とわかったら教えてもらえませんか。 

堂之下生きがい対策課長 

子ども医療費の伸び率ということでございますけども、前年度と比べまして１，４９４万

８，０７７円の増額となっております。延べ人数としましては、４，００６人の増加となっ

ています。 

野畑直委員 

平成２３年の人数は差し引けばわかるわけで、平成２４年は１万２８９人でよろしかった

ですかね。 

［堂之下生きがい対策課長「はい、そうです」と呼ぶ］ 

はい、わかりました。了解です。 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

山田勝委員 

ちょっと社会福祉法人のことで聞きたいんですけどね、社会福祉法人の経営者が変わると

いうのは具体的にどういう形で変えられるんですか。例えば、理事長とかいろいろおります

よね。そういうことで今言われるのは、例えば、蓮の実園は前市長が経営者だったけれども、

現実には経営者が変わりました。うそか本当かわからないけど、市内のある保育園ももう経

営者が変わりましたていう話もあるんですよね。そういうのは経営者が変わるというのか、

それとも具体的にどういうことを言うですか。 

堂之下生きがい対策課長 

経営者が変わるというか、理事長の変更については、理事会を開かれまして、理事会をも

って変更されるということになります。それでもってこちらのほうに変更の届け出が出てく

ることになります。昨年までは県のほうに届け出でしたけれども、ことしから社会福祉法人
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についての監査業務が市のほうにおりてきておりますので、今年度からは市のほうでそれを

受け付けることになると思います。 

山田勝委員 

基本的にはそういうことだと思いますね。社会福祉法人の理事会で理事長がだれかが変わ

ればですね、その変更届けをば法人の場合は、変更届をすればそれで終わりだと思いますよ。

さて、んなら、市内のですね、市内の社会福祉法人にここ近年、そういうことで理事長及び

理事が変更したところがあるんですか。ないんだったら、ないでいいんですよ。 

堂之下生きがい対策課長 

私の記憶では、文旦保育園が１カ所だったというふうに考えております。 

山田勝委員 

ここ近年、文旦保育園がですね、どっかになったという話を聞くから聞くんですよね。実

を言ったら。文旦保育園が森川さんからほかの人に変わったという話を聞くんですが、森川

さんの家族じゃなくて、ほかの人に変わったというのは事実ですか。 

堂之下生きがい対策課長 

理事長は変わっております。理事長の変更は。 

山田勝委員 

理事長というのは、理事長が文旦保育園の森川さんの一族ではなくなったということです

か。 

堂之下生きがい対策課長 

はい、そうです。 

山田勝委員 

これはね、別にね、阿久根市が金をする、措置費として出すところの理事長を代表してで

すからね、別に個人情報でもなんでもないと思いますよ。失礼ですが、だれに変わったんで

すか。 

堂之下浩子生きがい対策課長 

牧尾正文さんです。 

［山田勝委員「了解」と呼ぶ］ 

決算特別委員長（松元薫久委員） 

ほかに質疑、ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、認定第１号中、生きがい対策課所管の事項について、審査を一時中止いたしま

す。 

（生きがい対策課退室） 

ここでお諮りいたします。本日の審査はこの程度にとどめ散会したいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

御異議なしと認め、本日はこれにて散会いたします。 

あすは午前１０時より再開いたします。 

 

（散会 １６：３２） 

 

           決算特別委員会委員長  松 元 薫 久 

 


